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本市では、豊かな自然と水環境を後 

世に残すため、昭和 54年に旧塩山市市 

街地を対象に峡東流域関連公共下水道 

事業として事業着手しました。 

また、旧勝沼町においても昭和 63年 

に事業着手がなされ、旧大和村におい 

ては平成 6年に単独の処理場である大 

和浄化センターを有する特定環境保全 

公共下水道として事業着手し、下水道 

施設の整備を進めてまいりました。さ 

らに、下水道計画区域以外については、 

平成 19 年度より市が個人宅地に浄化

槽を設置し維持管理を行う市町村設置 

型の浄化槽事業を展開し、市民の生活 

環境の向上と公共水域の環境保全に努めてまいりました。 

しかし、人口減少や少子高齢化の進行による地域経済の縮小に伴う使用料収

入の減少、施設の老朽化に伴う更新費用の増大や地震・豪雨等の自然災害への備

えなど、下水道事業は多くの課題を抱えております。これらの課題を克服し、市

民の皆様に下水道サービスを安定的に提供させていただくためには、経営状況

の現状を的確に把握し、中長期的な視点に基づき将来環境を予測したうえで、効

率的で健全な下水道事業の運営が必要となってまいります。 

本市の下水道事業につきましては、令和 2 年度から「公営企業会計」を導入

し、資産や経営状況を的確に把握する中で、経営の透明化を図ることが可能とな

りました。そして令和 3 年度に中長期的な経営の基本計画である「甲州市下水

道事業経営戦略」を策定しました。 

そしてこの度、策定から 3年が経過し、この間、人口や水需要の変化、物価高

騰など、様々な情勢の変化があったことから、情勢変化に合わせて投資・財政計

画の見直しを行うとともに、国の通知等を踏まえたより実効性のある内容とす

るため本経営戦略を改定いたしました。 

今後も、この経営戦略のもと、公営企業としての持続可能な経営の基盤強化を

より強く意識し、衛生的で快適な公共下水道サービスの提供を第一に事業に取

り組んでまいりたいと考えております。 

最後になりましたが、本経営戦略改定に際しまして、貴重なご意見やご提言を

賜りました甲州市下水道審議会の委員各位をはじめ、関係各位に心より厚く御

礼申し上げます。                   

甲州市長 鈴木 幹夫 
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Ⅰ はじめに 
 

1．下水道事業における国の動向 

1．1 全国的な課題 

 我が国における下水道事業は、これまでの下水道行政の尽力により、下水道

処理人口普及率は着実に増加しており、全国的には、汚水処理人口普及率は約

90％、下水道処理人口普及率は約 80％に到達しています。一方で、全国的に

人口減少・高齢化社会の到来を迎え、日本の行政人口は 2060年にはピーク時

の 7 割まで減少するものと見込まれています。このような状況の中、下水道

職員の減少が顕在化するとともに、将来の使用料収入減少が懸念されます。ま

た、施設の老朽化や、厳しい経営環境が問題となっており、これらは本市にお

いても共通した課題となっています。 

 

1．2 下水道事業の地方公営企業法の適用 

 地方公共団体が経営する公営企業は、企業としての経済性を発揮する必要

がありますが、その経理方式は、従前の特別会計方式では、現金の動きのみに

着目する単式簿記による官公庁会計方式であり、民間企業のような損益計算

書や貸借対照表などの財務諸表は作成が不要でした。この場合、減価償却費や

利益の概念が民間企業の会計のように明確ではなく、資産の状態や適切な収

支状況を把握することが困難でした。そこで、総務省及び国土交通省では、こ

れらの課題を解決するために、複式簿記による企業会計方式を導入すること、

より効率的かつ持続的な事業経営のため、「経営戦略の策定・改定」を強く推

進しています。 

 本市では、早期の経営改善を目指し、令和 2 年 4 月 1 日より、地方公営企

業法の適用に移行しました。 

 なお、地方公営企業法では、次ページの 3原則が義務付けられています。 

 

---用語解説----------------------------------------------------------- 

【 汚水処理人口普及率 】 

住宅のトイレや台所、ふろ、洗濯などから出る生活排水の処理施設を利用できる人口が、全

人口に占める割合。処理施設には、公共下水道、合併浄化槽などが含まれる。 

【 下水道処理人口普及率 】 

公共下水道を利用できる人口が、全人口に占める割合。 

【 特別会計方式 】 

地方公共団体の官庁会計において、一般会計とは別に独立した経理管理が行なわれる会計。  
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1．3 経営戦略の策定・改定 

 「経営戦略」とは、各公営企業が、将来にわたって安定的に事業を継続して

いくための中長期的な経営の基本計画であり、その中心となる「投資・財政計

画」は、施設・設備に関する投資の見通しを試算した計画（以下「投資試算」

という。）と、財源の見通しを試算した計画（以下「財源試算」という。）を構

成要素とし、投資以外の経費も含めた上で、収入と支出が均衡するよう調整し

た収支計画です。 

 総務省では、今後の急速な人口減少等に伴うサービス需要の減少や保有す

る施設の老朽化に伴う更新需要の増大などに対応できる経営健全化の取組を

求めており、各地方公共団体に対して、「経営戦略の策定・改定」を要請して

います。 

 

---用語解説----------------------------------------------------------- 

【 一般会計繰入金 】 

一般会計と特別会計間で、特別会計（下水道事業）の収支不足を補塡するために一般会計（市）

から充当される資金。 

  

１．発生主義の原則 

現金の収支の有無にかかわらず経済活動の発生という事実に基づき、その発生の都度

記録・整理する方式です。現金を支払っていなくても支出として費用にその額が計上さ

れるため、企業の経理内容がそのまま明確に示されます。 

 

２．独立採算の原則 

地方公営企業法において地方公営企業の特別会計における経費は、原則として当該地

方公営企業の経営に伴う収入を持って充てなければならないとされています。その経費

を収入（料金）によって賄うため、企業ベース（経営）によって行うことができる活動が

前提となります。 

 

３．雨水公費・汚水私費の原則 

下水道事業では、独立採算制の原則にある「一般会計において負担すべき経費」につい

て、「雨水公費、汚水私費の原則」で具体的に規定しています。 

「雨水公費」とは、雨水が自然現象によるものであり、雨水対策をすることは浸水など

の被害を防ぎ、その受益が広く住民に及ぶことから、その経費は公費（税収入）でまかな

うという考えです。そのため、雨水対策にかかる費用は税収入（一般会計繰入金）を財源

としています。 

「汚水私費」とは、汚水が日常生活や生産活動によって生じるもので、下水道の使用者

が、どれだけの量の汚水を排出したかを容易に測定できることから、排出量に応じて下

水道使用料を徴収し、その収入で汚水処理のための費用をまかなうという考えです。 
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1．4 経営戦略における国庫補助金の要件化 

 

1.4.1 社会資本整備総合交付金等の交付要件 

社会資本整備総合交付金については、「社会資本整備総合交付金等の交付に

あたっての要件等の運用について」（国水下事第 56 号、令和 2 年 3 月 31 日）

6.(2)のとおり、令和 2年度以降、少なくとも 5年に 1回の頻度で、下水道使

用料の改定の必要性に関する検証及び経費回収率の向上に向けたロードマッ

プ（以下、「ロードマップ」という。）の経営戦略への記載等を交付要件として

いるところです。 

 

【経営戦略におけるロードマップ関連記載事項】 

①経営健全化に関する定量的な業績指標及び目標年限 

②収入増加・支出削減のための具体的取組及び実施時期 

③収支構造の改善の要否等について、少なくとも 5 年に 1 度の頻度で、定

期的な検証・見直しを行う旨 

 

1.4.2 社会資本整備総合交付金等における重点配分要件 

公営企業会計を適用した地方公共団体においては、以下のいずれにも該当

しないことが要件とされています。 

 

①経費回収率の向上に向けたロードマップに定めた業績目標を達成できて

いない 

②令和 7年度以降、供用開始後 30年以上経過しているにも関わらず、使用

料単価が 150円/m3（税抜）未満、かつ経費回収率が 80％未満であること

に合わせ、15年以上経費回収率向上のための使用料改定を行っていない 
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2．甲州市における「経営戦略改定」の背景 

本市は平成 17年（2005年）11月 1日の旧塩山市、旧勝沼町、旧大和村によ

る市町村合併以降、①流域関連公共下水道事業（塩山・勝沼地区）、②特定環

境保全単独公共下水道事業（大和地区）・③特定地域生活排水処理事業を旧市

町村より引き継ぎ下水道事業を特別会計により経営しており、令和 2年（2020

年）4月から新たに公営企業として事業運営に努めています。 

 下水道事業を取り巻く環境については、人口減少に伴う有収水量及び使用

料収入の減少、施設の老朽化に伴う更新工事及び建設改良費の増大、並びにこ

れまでの施設整備費用に要した企業債の償還金が大きいこと等が懸念され、

将来的に多くの課題を有しています。 

 また、地方公営企業法の適用に伴い、新たに減価償却費や長期前受金戻入な

どの勘定科目が増えたことから資産状況に着目した経営状況の更なる「見え

る化」が求められています。 

 このような背景から、本市では、効率的かつ持続可能な経営を目的とし、計

画期間を令和 3 年度から令和 12 年度までの 10 年間とする「甲州市下水道事

業経営戦略」を策定しました。 

 

 令和 3 年から令和 5 年度までの 3 年間は、この経営戦略に基づき、健全な

経営に努め、概ね計画通りの経営状況を維持してまいりました。 

 

しかしながら、近年、ウクライナ情勢に端を発する世界的な経済情勢の変化

や物価高騰の影響が大きくなっており、下水道事業の経営についてもこの影

響を無視できない状況にあります。 

前回の経営戦略では、策定時期がコロナ前であったことにより物価上昇が

見込まれておらず、また、国交補助金の要件化に必要なロードマップが明記さ

れていない状況でした。 

よって、策定から 3年間の期間を経て、社会情勢の変化や国の要請を受け、

経営戦略の改定を実施しました。 
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今回の改定のポイントは以下の 3点です。 

① 物価上昇等を反映した維持管理費、委託費、動力費等の上昇傾向等の的

確な反映 

② 物価上昇等を反映した上での収支を維持する上で必要となる経営改革

（使用料改定等）の検討 

③ 下水道使用料の改定の必要性に関する検証及び経費回収率の向上に向

けたロードマップの経営戦略への記載 

 

 

 

---用語解説----------------------------------------------------------- 

【 流域関連公共下水道 】 

下水道事業のうち、複数の地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、

都道府県が終末処理場を有するもの。塩山・勝沼地域の下水道が峡東流域下水道に接続して

いるため、流域関連公共下水道事業に該当する 

【 単独公共下水道 】 

下水道事業のうち、地方公共団体が単独で終末処理場を有するもの。 

【 特定環境保全公共下水道 】 

下水道事業のうち、農山漁村部の中心集落及び湖沼周辺部の観光地等において実施されるも

の。本市では、旧大和村の施設がこれに該当する。 

【 特定地域生活排水処理事業 】 

特定地域生活排水処理事業とは、公共下水道や農業集落排水事業区域以外の地域を対象に、

市町村が浄化槽を設置して維持管理を行い、生活排水による河川等の水質汚濁を防止し、生

活環境を保全するための事業。市町村設置型浄化槽とも呼ぶ。 

【 有収水量 】 

下水処理場で処理した全汚水量のうち、下水道使用料徴収の対象となる水量のこと。 

本市では、原則として水道使用量と同等としている。 

【 建設改良費 】 

公営企業の固定資産の新規取得や増改築などに要する経費のこと。 

【 企業債 】 

 地方公営企業が、施設の建設・改良等に要する資金に充てるための借入金を示す。 

【 減価償却費 】 

 建物や機械設備など、企業が長期間にわたって利用する資産を購入した場合、その購入価

額をいったん資産として計上した後、当該金額を資産の耐用年数にわたって規則的に費用と

して配分される金額。 

【 長期前受金戻入 】 

 固定資産取得のために交付された補助金等について、減価償却見合分を収益化したもので、

現金を伴わない収益。 
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3．甲州市の汚水処理事業の概要 

本市の汚水処理事業は、①流域関連公共下水道事業（塩山・勝沼地区）、②

特定環境保全単独公共下水道事業（大和地区）、③特定地域生活排水処理事業

の 3事業を実施しています。 

旧塩山市及び旧勝沼町の下水道整備済区域は、流域関連公共下水道事業と

して集合処理を行っています。この地域から発生した汚水は、県が運営する峡

東浄化センターで処理され笛吹川に放流されています。峡東流域下水道は甲

州市（旧塩山市、旧勝沼町）、山梨市（旧山梨市、旧牧丘町）、笛吹市（旧石和

町、旧春日居町、旧一宮町、旧境川村、旧八代町、旧御坂町）、甲府市（旧中

道町）の 4市にまたがる下水道です。 

旧大和村では、特定環境保全単独公共下水道事業として、大和浄化センター

で処理し日川に放流しています。この事業は全てを本市で行っています。 

本市は山間部を多く有しているため、下水道による対応区域は人口が多く

集中している地域に限られており、これら以外の地域では、浄化槽による対応

としています。 

なお、下水道計画区域外における希望者には、特定地域生活排水処理事業と

して市が設置した浄化槽を使用した汚水処理を行っています。この場合、浄化

槽は市が管理するものとし、使用している市民は市に使用料を支払うことと

なります。 

令和 5 年度末時点での水洗化人口は、15,928 人と行政人口 29,439 人の約

54%を占めています。 

 

表 1 事業概要（令和 6年 3月 31日現在） 

事業名 流域関連公共下

水道事業（塩

山・勝沼地区） 

特定環境保全単

独公共下水道事

業（大和地区） 

特定地域生活排

水処理事業 

略号 流関 特環 特排 

行政人口 29,439 人 

整備済人口 16,674 人 882 人 1,314 人 

水洗化人口 13,766 人 856 人 1,306 人 

水洗化率 82.6% 97.1% 99.4% 

行政人口に対する

水洗化人口の割合 
46.8% 3.0% 4.4% 

年間有収水量 1,375,297ｍ3 91,618ｍ3  103,427ｍ3  

日平均有収水量 3,758ｍ3/日 250ｍ3/日 283ｍ3/日 
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図 1 甲州市汚水処理計画図 

  

峡東流域関連 
公共下水道 
（塩山地区） 

峡東流域関連 
公共下水道 
（勝沼地区） 

特定環境保全 
公共下水道 
（大和地区） 

凡例 説明

下水道整備済み区域

令和１７年度までに下水道整備を進める区域

将来的に下水道を整備する区域

それ以外 浄化槽で対応する区域
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4．経営の課題 

4．1 使用料の減少 

 本市の行政人口は近年減少傾向にあり、令和 5年度末時点で 29,439人とな

っています。将来的に、令和 16年度末には 24,291人（R5比：17.5％減）、令

和 31 年度末には 18,048 人（R5 比：38.7％減）と大きく減少すると予想され

ます。 

 一方で、下水道整備済区域への人口移動や、今後の整備進捗等により、水洗

化人口及び有収水量については、当面は横ばいであり、長期的には減少してい

くものと予想されます。その他は、単独浄化槽、個人設置合併処理浄化槽、汲

取り槽であり、単独浄化槽、汲取り槽は徐々に減少すると予想されます。 

 

図 2 行政人口及び水洗化人口の見通し 

 

図 3 有収水量の見通し 
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 使用料収入については、現行使用料体系のまま有収水量が減少した場合、全

体として、令和 17年度までは現行程度となる見込みです。 

 なお、前回の使用料改定は令和 3年 7月 1日に実施しています。 

 

 

図 4 使用料収入の見通し（使用料改定無し） 

 

4．2 施設の老朽化 

 流域関連公共下水道事業（塩山・勝沼地区）の施設は平成元年の供用開始よ

り 35 年が経過しており、今後は耐用年数である 50 年を経過する管路施設が

多くなる時期を迎えることとなり、建設改良費の増加が懸念されます。 

 特定環境保全単独公共下水道事業（大和地区）の施設は平成 13年の供用開

始より 22年が経過しており、機械・電気設備の更新時期を迎えています。 

ストックマネジメント計画を活用し、改築・更新費用の平準化に努めていく

必要があります。 

 

4．3 ストックマネジメント計画 

 ストックマネジメント計画とは、下水道事業が有する膨大な資産（ストック）

を効率的かつ経済的に管理（マネジメント）するための手法であり、点検・調

査、維持・修繕、改築・更新に係る計画として、施設状態を把握した上でリス

ク評価、目標設定、点検調査計画、修繕・改築計画を策定します。これらの検

討結果は本市の下水道事業の中長期収支計画を示した「経営戦略」、また、す

でに企業会計方式に移行した「地方公営企業法の適用」と緊密に関連していま

す。これらの計画や企業会計方式などでは、それぞれの計画値が相互にリンク

し合うため、段階的に調整し精度を向上させていくことが重要となります。  
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5．経営戦略の方針 

 本市では、中長期的なまちづくりの方向性を再構築し、今後の行政運営の指

針とすべく、「第 2次甲州市総合計画（甲州市まちづくりプラン）」を策定して

います。この中で、汚水処理事業については、「下水・排水処理対策」として、

以下の方針が定められています。 

 

 

出典：甲州市まちづくりプラン（第 2 次甲州市総合計画）中間見直し版（令和 5 年 3 月 甲州市） 

 

甲州市総合計画・関連計画 

計画名 策定日 計画期間 

甲州市まちづくりプラン 

（第 2次甲州市総合計画） 

H30.3策定 

R5.3中間見直し 

H30～R9 

前期：H30～R4 

後期：R5～R9 

甲州市生活排水処理基本計画 R2.3 R2～R11 

中間見直し：R7 

甲州市都市計画マスタープラン 

（甲州市まちづくり基本方針） 

H21.3  

R2.3改定 

 

甲州市水道ビジョン及び経営戦略 R2.4 R2～R11 

【主要施策１ 下水道施設の整備】 

☆方向性 
〇住宅密集地など、公共水域の水質向上に効果の高い地区を優先して整備を

行うとともに、加入促進に努めます。 
〇河川水質検査を参考に、下水道計画区域外の地区については、河川上流部

地区への市設置型合併浄化槽の普及を推進します。 
☆主な取り組み 

〇公共下水道の整備 
〇市町村設置型浄化槽の整備 
 

【主要施策２ 啓発活動の推進】 
☆方向性 

〇水環境に関する啓発活動については、新型コロナウイルス感染症の影響に
より活動が困難な状況となっていますが、今後の状況を勘案しながら、活動
を再開していきます。 

☆主な取り組み 
〇下水道・市設置型合併浄化槽の普及啓発の推進 
〇施設見学会の開催 
〇水環境関連イベントの開催 
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 本経営戦略は、上位計画である「第 2次甲州市総合計画（甲州市まちづくり

プラン）」の方針を踏まえ、この「下水道事業の健全化」を達成するために収

支バランスを図るものです。また、地方公営企業法において定められた「独立

採算の原則」、「汚水私費の原則」に基づき、収益構造を見直す必要があります。 

 本経営戦略の改定では、以下の方針を設定します。 

 

 

 

6．経営戦略の期間 

 今回の見直しにおいて、改定後の経営戦略（＝この冊子）における計画期間

を令和 7年度から令和 16年度の 10年間とします。 

 

 

 

 

 

---用語解説----------------------------------------------------------- 

【 経費回収率 】 下水道使用料÷汚水処理費（公費負担分を除く）×100 

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標。 

使用料で回収すべき経費を全て使用料で賄えている状況を示す。100％以上であることが必

要である。数値が 100％を下回っている場合、汚水処理に係る費用が使用料以外の収入により

賄われていることを意味するため、適正な使用料収入の確保及び汚水処理費の削減が必要で

ある。 

【 汚水処理費 】 汚水資本費・汚水維持管理費の両方を含めた汚水処理に係る経費の総額。 

汚水資本費は、地方公営企業法適用事業において、汚水に係る企業債利息及び減価償却費

が含まれる。汚水維持管理費は、管渠費、ポンプ場費、処理場費及び総係費等で構成されてお

り、年間に使用した単年度の経費額となる。 

  

・ストックマネジメント計画を活用し、建設改良費の平準化を図ります。 

・下水道計画区域外への市設置型合併浄化槽の整備を推進します。 

・下水道使用料の改定について検討を行い、計画期間内の経費回収率

の改善を目指します。 
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7．経営戦略の策定後の活用方法 

7．1 PDCAサイクルの活用 

 今回改定する経営戦略は、事業の進捗状況や社会情勢などの下水道事業を

取り巻く環境の変化に応じて、適宜見直しを図る必要があります。 

 本経営戦略では下図に示す PDCAサイクルにより、財務状況等を毎年評価し、

経費回収率について計画と実績との乖離が著しい場合には、その原因調査と

対策を図ります。 

 さらに、概ね 3～5年毎に投資・財政計画を評価し、ストックマネジメント

計画等の他計画との整合を図りつつ、経営戦略の改定を行い、効率的かつ安定

的な下水道事業を持続できるよう、経営努力を続けていきます。 

 

 

図 5 PDCAサイクル 

 

  

•        ・計画の見直し

• 目標の再検討、設定

• 各事業の実行

• 進捗状況の管理

• 目標等の再検討

• 改善対策の実施

• 財務状況の評価

• PI（業務指標）の活用

Check

（評価）

Action

（見直し）

Plan

（計画改定）

Do

（事業実行）
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7．2 今後のスケジュール 

 今回策定した経営戦略では、今後悪化することが予想される経費回収率と

経常収支比率の改善を目指し、使用料の改定が重要な施策となっています。本

経営戦略では、経費回収率の最低維持に必要な改定幅として、令和 8年度、令

和 11年度及び令和 14年度の使用料金の改定を検討していきます。 

 今後は「経営戦略改定」と「使用料改定」を一連の検討と位置付け、見直し

を継続していきます。 

 

表 2 経営戦略に係る今後のスケジュール 

 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

経営戦略改定 

 （計画期間） 

○            

            

次期経営戦略改定 

 （計画期間） 

     ○       

            

使用料の検討             

使用料改定   ○   ○   ○    
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Ⅱ 流域関連公共下水道事業 
 

8．流域関連公共下水道事業の概要 

 峡東流域関連甲州市公共下水道事業は、平成元年 7 月 1 日に供用開始し、

以降段階的な整備を実施し、令和 5年度末現在では事業計画に対し約 73%の整

備を終えています。 

 これまでの総事業費は約 234 億円（税込み）で、うち約 30 億円（税込み）

が流域下水道の建設負担金となっています。 

 

表 3 施設の整備状況（令和 6年 3月 31日現在） 

峡東流域関連甲州市公共下水道事業 

普及状況等 

事業計画面積 951ha 

整備済面積 694ha 

面整備率 73% 

行政人口 29,439人 

うち、塩山・勝沼地区 28,471人 

普及人口（整備済人口） 16,674人 

行政人口普及率 

（＝普及人口÷行政人口） 
56.6% 

塩山・勝沼地区の普及率 58.8% 

水洗化人口（接続人口） 13,766人 

水洗化率（接続率） 

（＝水洗化人口÷普及人口） 
82.6% 

下水道使用率 

（＝水洗化人口÷行政人口） 
46.8% 

管渠延長 
汚 水 134 km 

雨 水 - 

終末処理場 峡東浄化センター（峡東流域下水道） 

水量 

年間総処理水量 1,560,626 m3 

年間有収水量 1,375,297 m3 

有収率 88.1% 
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図 6 峡東流域関連甲州市公共下水道事業計画図 
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9．現行使用料について 

9．1 現行の使用料体系 

 本市の下水道使用料は基本料金を超過した分の水量に応じて加算する「従

量制」を採用しています。また、公衆浴場は使用する水量が大きいことから、

割安な設定としています。 

実際の有収水量と使用料収入から算出した、実態としての使用料単価は、

146 円/m3（税抜）となっています。これは国が示した基準額（P.3 参照）150

円/m3（税抜）よりも安い設定となっています。 

 

表 4 使用料体系（令和 6年 3月 31日現在） 

（令和 3年 7月 1日改定） 

従量区分 金額（税込） 金額（税抜） 

一般用 基本料金（10m3まで） 1,162円/月 1,057円/月 

10m3 ～ 25m3まで 155円/m3 141円/m3 

26m3 ～ 192円/m3 175円/m3 

臨時用 0m3 ～ 213円/m3 194円/m3 

公衆浴場 基本料金（100m3まで） 3,866円/月 3,515円/月 

101m3 ～ 99円/m3 90円/m3 

 

9．2 有収水量及び使用料収入の推計 

 有収水量は今後の整備状況や接続率の改善を考慮して算定しています。 

 使用料収入と合わせて、当面は横ばい（微減）の状況が続くものと考えられ

ます。 

 
図 7 有収水量と使用料収入の試算（使用料改定無し）  
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10．投資試算 

10．1 新規汚水整備事業 

 現在、下水道事業（汚水）における全体計画面積は 1,336ha、事業計画面積

は 951ha です。このうち令和元年度末時点で 694ha の整備を完了しており、

事業計画に対する整備率は約 73%となっています。 

 国土交通省では、未普及地域の早期解消を図るべく、効率的な汚水整備を早

期に実施するよう求めており、また、それ以降は維持管理や改築更新事業に重

点を置くとしています。 

 本経営戦略においては、山梨県の方針に従い、令和 17年度までは未普及対

策としての新規汚水整備に令和 6 年度は 1 億 5,640 万千円、令和 7 年度以降

は年間 1.5億円、10年間で約 15億円の建設改良費を計上しています。 

 今後、全体計画等の見直しを視野に入れ、効率的な整備手法について検討し

ていく必要があります。 

 

10．2 管路施設の改築更新事業 

 令和元年度末における管渠総延長は汚水として約 134km に達しており、最

も古い管渠（汚水管）は供用開始から 35年が経過しています。法定耐用年数

が 50年であることから、近い将来管路施設の大規模な更新時期が到来します。 

 このような状況を踏まえ、本市ではストックマネジメント計画を策定し、改

築更新費用の平準化を図っています。本経営戦略における管路施設の改築更

新費については、令和 7 年度以降の調査点検費用として年間 250 万円、10 年

間で 2,500 万円、また、更新工事費として令和 10 年度以降、年間 400 万円、

7年間で 2,800万円の建設改良費を計上しています。 

管渠の大規模改築の到来は、供用開始後 50 年を経過する令和 20 年度前後

を見込んでおり、今回の計画期間内では建設改良費を計上していません。今後

の点検調査結果及びストックマネジメント計画の活用により、見直しを図る

予定です。 

 また、流域下水道の建設負担金として、毎年 3,000万円を見込んでいます。 
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10．3 建設改良費 

 計画期間内の工事について令和 16 年度までの推計値となっており、令和 6

年度の現状予算額と同程度以下であると試算しています。 

今後のストックマネジメント（SM）実施計画や県の流域下水道事業の計画を

受けて見直しが必要です。併せて、見直し時には社会情勢等を注視し柔軟な対

応を図ります。 

 

表 5 工事スケジュール 

工事内容 
工事費 

（千円） 
R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 

新規汚水整備事業 1,500,000           

SM 関連（調査費） 25,000           

SM 関連（工事費） 28,000           

流域下水道負担金 300,000           

合計 1,853,000           

 

 

図 8 建設改良費の試算 
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10．4 維持管理費 

 維持管理費とは、事業の運営に必要な単年度の経費であり、電気代や施設管

理に必要な委託費や修繕費が含まれています。 

 職員給与費については、職員の人事異動等により年度間で若干の増減が発

生する可能性はありますが、財政計画上は概ね変動がないものとして推計し

ています。 

 なお、本市の流域関連公共下水道事業では、汚水の終末処理を峡東浄化セン

ターで行っています。このため、山梨県に対し流域下水道維持管理負担金を支

出しており、当該負担金は維持管理費の約 58％を占めています。 

 

 計画期間内において、有収水量に大きな変動がないことから、維持管理費の

基準額は現行ベースとなることが予想されます。 

 今回の見直しにおいては、この試算額に物価上昇を加味した額としていま

す。 

 物価上昇率は、明確なトレンド推計が困難であることから、政府が示してい

る「インフレ目標率：2.0%」を採用し、令和 7年度以降の維持管理費を対前年

比 2.0%増加するものとして推計しています。 

 

 

図 9 維持管理費の試算 
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11．財源試算 

11．1 建設財源（国庫補助金・企業債の活用） 

 多額の建設改良費を賄うために、最大限国庫補助金を活用し、残額に対して

は企業債により資金を調達します。国庫補助金は年間約 3,000万円、新規企業

債の発行額は 10年間で約 19億円を予定しています。 

 

図 10 建設財源の試算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---用語解説----------------------------------------------------------- 
【 負担金（受益者負担金） 】 

公営企業に対しては、経営の健全化を促進し経営基盤を強化するため、下水道が整備され

た区域の方々に工事費の一部を負担していただく「受益者負担金制度」を導入して、整備の推

進を図っている。 

受益者負担金は土地を対象として、公共下水道が整備された土地に対し、その面積に応じ

て一度だけ負担することとしている。負担する人（受益者）は、公共下水道が整備された区域

内に土地を所有している人（土地所有者）、又は土地を借りている人（権利者）となる。 
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11．2 企業債残高・企業債償還金の見通し 

 今後、企業債償還金（元金及び利息）は年々減少傾向にあります。また、償

還額よりも新規発行額（年平均約 1.9億円）が小さいため、企業債残高は減少

傾向にあります。 

 

図 11 償還金等の試算 

 

11．3 減価償却費・長期前受金戻入の見通し 

 減価償却費及び長期前受金戻入に大きな変動はありません。この差額分は、

企業債償還金等の資本的収支における不足額に対する補填財源（損益勘定留

保資金）として活用されます。 

 

 

図 12 減価償却費・長期前受金戻入の試算 
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11．4 一般会計繰入金 

 現状と同程度の収益性を保つために、一般会計からの繰入金が必要となり

ます。令和 5年度決算では、必要となる維持管理費：約 2.1億円に対し、元利

償還金が約 6.8億円と大きく、この補填に多額の繰入金が必要となりました。

元利償還金の減少が見込まれますが、維持管理費の増加の影響もあり、今後と

も多額の繰入金が必要となる見込みです。 

 

 

図 13 一般会計繰入金の試算（使用料改定なし） 

 

 

 

 

 

 

 

---用語解説----------------------------------------------------------- 
【 一般会計繰入金 】 

公営企業に対しては、経営の健全化を促進し経営基盤を強化するため、一般会計から繰入

（負担・補助等）を行っている場合があり、その運用上の基準としては、総務省から繰出金に

関する通知が出され、一般会計が負担等すべき経費や基準等が示されている。 

【 一般会計繰入金（基準内） 】 

繰出基準に基づき、一般会計が負担・補助等する必要な経費として、財政措置（交付税措

置）が認められる繰入金。 

【 一般会計繰入金（基準外） 】 

繰出基準に基づかない繰入金。基準上、必要以上の繰入金とみなされる。財源措置がないた

め、運用に当たってはより慎重であることが必要。 
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12．投資・財政計画（収支計画） 

12．1 下水道使用料の改定及び経費回収率の改善 

 本市の下水道使用料は令和 3年度の直近の改定から約 3年経過しています。

下水道使用料について重要な財政指標の 1 つに「経費回収率」があげられま

す。経費回収率とは使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えている

かを表した指標であり、100％以上であることが必要です。 

 国土交通省からは経営戦略の策定にあたり、経費回収率の向上に向けた収

支構造の適正化に係る具体的取組及び実施予定時期を記載することを求めら

れており、経費回収率 80%以上が最低ライン※であると示されています。 

※国土交通省では、「経費回収率 80%以上であること」を社会資本整備総合交付金の重点配分の交

付要件の 1 つにあげています。 

 

 経費回収率は、[使用料単価÷汚水処理原価]より算出されます。汚水処理原

価は、維持管理費の増加に伴い将来上昇することが予想されます。 

これに対し現行の使用料単価のままとした場合（図 14：上）、維持管理費の

増加に伴い、経費回収率が徐々に低下することが予想されます。 

令和 8 年度以降、計画期間内の 3 年毎に使用料を上げることを想定した場

合（図 14：中）、令和 11年度の 2回目の値上げ以降は経費回収率が 100%を上

回るレベルで維持することが可能であると試算されます。この時の上昇幅は

令和 8年度に 15%、令和 11年度に 10%、令和 14年度に 10%を想定しています。 

なお、計画期間を通じて経費回収率 100%を維持する（図 14：下）ために必

要な値上げを 1回として実施した場合、令和 8年度に 34%の値上げが必要とな

ります。 

 

 本経営戦略では、経費回収率 90%以上を確保できる水準（図 14：中）を想定

しますが、使用料改定にあたっては今後の財政状況を注視しつつ詳細な検討

が必要であると考えています。 

 

 

---用語解説----------------------------------------------------------- 

【 使用料単価 】 

 有収水量 1 ㎥あたりの使用料単価を示し、使用料の水準を示す指標のこと。 

【 汚水処理原価 】 

 有収水量 1 ㎥あたりの汚水処理に要した費用、汚水資本費・汚水維持管理費の両方を含め

た汚水処理に係るコストを表した指標のこと。  
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図 14 使用料体系の改定の有無による経費回収率の差異（流域関連） 

（上：改定無し、中：3 年毎 15%,10%,10%上昇、下：値上げ 1 回） 
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12．2 経常収支の見通し 

 令和 8 年度から 3 年毎の使用料改定により使用料収入が増加し、収益的収

入は変動があるものの増加傾向にあります。これに対し収益的支出は、支払利

息の減少などにより減少傾向にあります。本経営戦略では、計画期間内の黒字

化を図り、下水道経営の健全化を目指します。 

 

図 15 経常収支の試算 

 

12．3 一般会計繰入金額の抑制 

 令和 8 年度から 3 年毎の使用料改定により、一般会計繰入金の抑制を図り

ます。 

 

 

図 16 一般会計繰入金の試算（使用料改定あり）  
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13．投資以外の考え方 

13．1 広域化・共同化について 

 本市の下水道事業では、流域関連下水道として事業を運営しています。 

 今後は、委託業務の近隣自治体との共同発注等の維持管理業務の共同化施

策の検討を進めていきます。 

 

13．2 資産活用について 

 本事業において上部空間を活用できるような資産はありませんが、今後は

下水熱の活用など有効な活用方法について検討を進めていきます。 

 

13．3 官民連携について 

 現時点で採用している官民連携手法はありませんが、今後はウォーターPPP

等を含め、有効な官民連携手法について検討を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---用語解説----------------------------------------------------------- 

【 広域化・共同化 】 

 執行体制の確保や経営改善により良好な事業運営を継続するための手法の一つとして、複

数市町村などによる処理区の統合、下水汚泥の共同処理、維持管理業務の共同化などにより、

スケールメリットを生かして効率的な事業運営を図るもの。 
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14．業務指標（PI） 

 本経営戦略では、前述の PDCAサイクルにおける「Check」における業務指標

として、以下の項目を設定します。 

 

表 6 業務指標（PI）の概要及び目標値（流域関連） 

業務指標 指標の意義 現状 

（R5決算） 

単純試算 

（R16推計） 

目標値 

経費 

回収率 

使用料で回収すべき経費を、どの
程度使用料で賄えているかを表
した指標であり、100％以上であ
ることが必要です。 

97.9% 75.0% 100%以上 

経常収支 

比率 

使用料収入や一般会計からの繰
入金の総収益で、総費用に企業債
償還金を加えた費用をどの程度
賄えているかを表す指標であり、
100％以上となることが必要で
す。 

106.3% 106.6% 100%以上 

水洗化率 処理区域内人口のうち、下水道に
接続して汚水処理している人口
の割合を示す指標です。 

82.6% 85% 
85%以上 

（R16） 

※単純試算とは、使用料改定を行わなかった場合における令和 16 年度推計値を示す。 

 

【経費回収率の維持（ロードマップ）】 

 本経営戦略では、維持管理費の増加に伴う経費回収率の低下を防ぐべく、使

用料の改定を見込んでいます。経費回収率を指標とし、達成できない場合には

速やかに経営戦略の見直しを図るものとします。 

 

表 7 経費回収率に関するロードマップ（流域関連） 

経費回収率(%) R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 

 単純試算 90.3 88.7 87.1 85.7 83.9 82.3 80.7 79.2 77.0 75.0 

 使用料単価（円/m3） 146 

 汚水処理原価（円/m3） 161 164 167 170 173 177 180 184 189 194 

 使用料改定有 90.3 96.6 100 98.6 102 104 101 106 107 104 

 使用料単価（円/m3） 146 168 184 203 

 汚水処理原価（円/m3） 161 164 167 170 173 177 180 184 189 194 

最低限維持すべき目標 令和 8 年度の使用料改定以降、計画期間を通じて「90%以上」 

※経費回収率 ＝ 使用料単価 ÷ 汚水処理原価 
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15．財政シミュレーション 
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0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

1
,9

6
5

4
9
8
,6

1
9

4
4
9
,3

3
0

4
3
8
,9

7
7

4
4
8
,7

2
2

4
5
0
,0

0
0

4
5
0
,0

0
0

4
5
0
,0

0
0

4
5
0
,0

0
0

4
4
0
,0

0
0

4
4
0
,0

0
0

4
3
0
,0

0
0

4
3
0
,0

0
0

4
3
0
,0

0
0

4
3
0
,0

0
0

4
3
0
,0

0
0

(2
)

1
2
8
,1

2
1

1
3
2
,6

7
1

1
3
7
,7

7
5

1
4
3
,3

4
2

1
4
8
,3

1
8

1
3
8
,3

7
8

1
4
3
,4

8
4

1
4
8
,0

1
2

1
5
3
,0

1
5

1
5
8
,0

4
1

1
6
2
,1

9
5

1
6
6
,3

1
5

1
6
9
,2

8
6

1
7
2
,5

7
8

1
7
4
,6

6
1

(3
)

2
1

1
7
7

6
0

1
7
8

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

（
C

)
8
1
7
,9

0
3

7
8
4
,8

6
4

7
8
0
,8

3
1

7
9
6
,8

4
2

8
0
3
,0

2
2

7
9
2
,3

8
9

7
9
7
,4

4
2

8
0
2
,4

6
3

7
9
6
,7

0
6

8
0
1
,4

1
3

7
9
5
,2

4
7

7
9
9
,5

3
7

8
0
1
,4

8
5

8
0
4
,2

4
4

8
0
5
,6

8
8

１
．

6
7
8
,0

4
6

6
7
0
,0

7
7

6
6
7
,6

4
8

6
7
6
,6

4
3

6
7
9
,5

0
9

6
8
4
,1

4
2

6
8
9
,5

3
6

6
9
3
,9

3
8

6
9
7
,7

7
5

7
0
0
,5

6
5

7
0
1
,8

2
6

7
0
5
,5

4
5

7
0
9
,1

5
4

7
1
4
,8

9
5

7
1
8
,2

1
0

(1
)

3
5
,2

7
9

2
8
,0

2
7

2
9
,8

6
5

2
8
,6

1
3

2
8
,8

3
5

2
9
,4

1
1

3
0
,0

0
1

3
0
,6

0
0

3
1
,2

1
1

3
1
,8

3
3

3
2
,4

7
1

3
3
,1

2
0

3
3
,7

8
3

3
4
,4

5
8

3
5
,1

4
7

1
8
,2

8
8

1
5
,2

1
9

1
6
,0

5
7

1
4
,6

5
7

1
5
,3

1
1

1
5
,6

1
7

1
5
,9

3
0

1
6
,2

4
8

1
6
,5

7
3

1
6
,9

0
3

1
7
,2

4
2

1
7
,5

8
6

1
7
,9

3
8

1
8
,2

9
7

1
8
,6

6
3

9
,3

4
9

6
,6

2
8

7
,5

0
7

7
,8

2
3

7
,3

1
9

7
,4

6
5

7
,6

1
5

7
,7

6
7

7
,9

2
2

8
,0

8
0

8
,2

4
2

8
,4

0
7

8
,5

7
5

8
,7

4
6

8
,9

2
1

2
,2

4
2

5
,4

0
0

6
,1

8
0

6
,3

0
1

6
,1

3
3

6
,2

0
5

6
,3

2
9

6
,4

5
6

6
,5

8
5

6
,7

1
6

6
,8

5
0

6
,9

8
7

7
,1

2
7

7
,2

7
0

7
,4

1
5

7
,5

6
3

(2
)

1
7
6
,5

2
0

1
7
5
,7

7
6

1
7
3
,4

4
8

1
8
4
,2

6
9

1
9
0
,1

0
0

1
9
4
,0

0
2

1
9
7
,9

8
2

2
0
2
,0

4
0

2
0
6
,1

7
6

2
1
0
,3

9
0

2
1
4
,7

0
2

2
1
9
,0

9
3

2
2
3
,5

7
8

2
2
8
,1

4
6

2
3
2
,8

0
8

4
6

1
,3

5
7

1
,5

5
1

1
,3

6
4

1
,5

0
0

1
,5

3
0

1
,5

6
1

1
,5

9
2

1
,6

2
4

1
,6

5
6

1
,6

8
9

1
,7

2
3

1
,7

5
7

1
,7

9
3

1
,8

2
8

1
,2

6
7

4
6

5
6

5
7

1
0
0

1
0
2

1
0
4

1
0
6

1
0
8

1
1
0

1
1
3

1
1
5

1
1
7

1
2
0

1
2
2

4
4
2

2
3
8

2
0
5

1
0
4

2
0
0

2
0
4

2
0
8

2
1
2

2
1
6

2
2
1

2
2
5

2
3
0

2
3
4

2
3
9

2
4
4

3
,0

2
5

8
6
5

2
,8

9
5

1
,7

4
1

3
,0

0
0

3
,0

6
0

3
,1

2
1

3
,1

8
4

3
,2

4
7

3
,3

1
2

3
,3

7
8

3
,4

4
6

3
,5

1
5

3
,5

8
5

3
,6

5
7

3
0
3

7
8

8
4

3
0
0

3
0
6

3
1
2

3
1
8

3
2
5

3
3
1

3
3
8

3
4
5

3
5
1

3
5
9

3
6
6

5
3
,2

0
8

4
4
,7

2
0

4
1
,9

1
0

4
8
,0

1
6

5
0
,0

0
0

5
1
,0

0
0

5
2
,0

2
0

5
3
,0

6
0

5
4
,1

2
0

5
5
,2

0
0

5
6
,3

0
5

5
7
,4

3
0

5
8
,5

8
0

5
9
,7

5
0

6
0
,9

4
5

1
0
9
,6

8
0

1
2
0
,7

1
1

1
2
2
,6

7
3

1
2
9
,7

4
4

1
3
0
,0

0
0

1
3
2
,6

0
0

1
3
5
,2

5
2

1
3
7
,9

5
6

1
4
0
,7

1
2

1
4
3
,5

2
0

1
4
6
,3

9
3

1
4
9
,3

1
8

1
5
2
,3

0
8

1
5
5
,3

5
0

1
5
8
,4

5
7

8
,5

4
9

7
,7

6
1

4
,1

5
8

3
,1

5
9

5
,0

0
0

5
,2

0
0

5
,4

0
4

5
,6

1
2

5
,8

2
4

6
,0

4
0

6
,2

6
1

6
,4

8
6

6
,7

1
6

6
,9

5
0

7
,1

8
9

(3
)

4
6
6
,2

4
7

4
6
6
,2

7
4

4
6
4
,3

3
5

4
6
3
,7

6
1

4
6
0
,5

7
4

4
6
0
,7

2
9

4
6
1
,5

5
3

4
6
1
,2

9
8

4
6
0
,3

8
8

4
5
8
,3

4
2

4
5
4
,6

5
3

4
5
3
,3

3
2

4
5
1
,7

9
3

4
5
2
,2

9
1

4
5
0
,2

5
5

(4
)

２
．

1
0
1
,4

7
7

8
8
,0

6
2

7
6
,6

2
8

7
2
,6

9
6

6
5
,3

1
4

6
1
,2

3
6

5
7
,5

2
2

5
4
,5

6
1

5
2
,1

1
4

5
0
,0

7
9

4
8
,4

6
1

4
7
,3

1
5

4
6
,3

3
1

4
5
,5

3
5

4
4
,9

4
8

(1
)

9
7
,7

9
0

8
6
,3

1
9

7
5
,6

8
8

6
7
,5

1
8

6
0
,3

1
4

5
6
,2

3
6

5
2
,5

2
2

4
9
,5

6
1

4
7
,1

1
4

4
5
,0

7
9

4
3
,4

6
1

4
2
,3

1
5

4
1
,3

3
1

4
0
,5

3
5

3
9
,9

4
8

(2
)

3
,6

8
7

1
,7

4
3

9
4
0

5
,1

7
8

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

（
D

)
7
7
9
,5

2
3

7
5
8
,1

3
9

7
4
4
,2

7
6

7
4
9
,3

3
9

7
4
4
,8

2
3

7
4
5
,3

7
8

7
4
7
,0

5
8

7
4
8
,4

9
9

7
4
9
,8

8
9

7
5
0
,6

4
4

7
5
0
,2

8
7

7
5
2
,8

6
0

7
5
5
,4

8
5

7
6
0
,4

3
0

7
6
3
,1

5
8

（
E
)

3
8
,3

8
0

2
6
,7

2
5

3
6
,5

5
5

4
7
,5

0
3

5
8
,1

9
9

4
7
,0

1
1

5
0
,3

8
4

5
3
,9

6
4

4
6
,8

1
7

5
0
,7

6
9

4
4
,9

6
0

4
6
,6

7
7

4
6
,0

0
0

4
3
,8

1
4

4
2
,5

3
0

（
F
)

5
6

1
8
,3

6
5

（
G

)
9
,9

0
8

1
,1

0
8

（
H

)
△

 9
,9

0
3

6
1
7
,2

5
7

(E
)+

(H
)

2
8
,4

7
7

2
6
,7

2
5

3
6
,5

6
1

6
4
,7

6
0

5
8
,1

9
9

4
7
,0

1
1

5
0
,3

8
4

5
3
,9

6
4

4
6
,8

1
7

5
0
,7

6
9

4
4
,9

6
0

4
6
,6

7
7

4
6
,0

0
0

4
3
,8

1
4

4
2
,5

3
0

（
I)

2
8
,4

7
7

5
5
,2

0
2

9
1
,7

6
3

1
5
6
,5

2
3

2
1
4
,7

2
2

2
6
1
,7

3
3

3
1
2
,1

1
7

3
6
6
,0

8
1

4
1
2
,8

9
8

4
6
3
,6

6
7

5
0
8
,6

2
7

5
5
5
,3

0
4

6
0
1
,3

0
4

6
4
5
,1

1
8

6
8
7
,6

4
8

（
J
)

（
K
)

( 
I 
)

(A
)-

(B
)

（
L
)

（
M

)
1
7
6
,1

7
7

1
9
2
,2

3
6

2
0
1
,2

9
4

2
0
0
,6

4
1

2
0
0
,6

0
4

1
9
9
,9

1
1

1
9
9
,8

5
8

2
0
0
,3

5
1

1
9
9
,5

9
1

1
9
9
,2

7
2

1
9
8
,9

5
2

1
9
9
,1

2
2

1
9
8
,0

9
9

1
9
7
,5

6
6

1
9
6
,9

2
7

（
N

)

（
O

)

（
P
)

令
和

1
5
年

度
令

和
1
6
年

度

経
常

損
益

令
和

1
3
年

度
令

和
1
4
年

度

収 益 的 収 支

収 益 的 収 入

営
業

収
益

使
用

料
収

入
受

託
工

事
収

益
そ

の
他

営
業

外
収

益
補

助
金

令
和

7
年

度
令

和
8
年

度
令

和
9
年

度
令

和
1
0
年

度
令

和
1
1
年

度
令

和
1
2
年

度

そ
の

他

国
庫

補
助

金
都

道
府

県
補

助
金

長
期

前
受

金
戻

入
そ

の
他

令
和

2
年

度
（
決

算
）

令
和

6
年

度
令

和
3
年

度
（
決

算
）

令
和

4
年

度
（
決

算
）

令
和

5
年

度
（
決

算
）

他
会

計
補

助
金

光
熱

水
費

通
信

運
搬

費

そ
の

他

営
業

費
用

職
員

給
与

費
基

本
給

退
職

給
付

費
手

当

修
繕

費
材

料
費

福
利

厚
生

費
経

費
動

力
費

委
託

費

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0
)

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P
）
×

1
0
0
)

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率
(（

L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

流
動

負
債

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

(A
)-

(B
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

収
入

計

支
出

計

(F
)-

(G
)

(C
)-

(D
)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

除
却

費

流
域

負
担

金

収 益 的 支 出

う
ち

未
払

金
う

ち
一

時
借

入
金

特
別

利
益

特
別

損
失

特
別

損
益

当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）

う
ち

未
収

金

う
ち

建
設

改
良

費
分

流
動

資
産

減
価

償
却

費

営
業

外
費

用
支

払
利

息
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 流
域

関
連

公
共

下
水

道
事

業
・使

用
料

改
定

無
し

（単
位

：千
円

（税
抜

き
））

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

１
．

23
5,

13
6

19
1,

07
0

19
9,

60
0

17
0,

80
0

23
6,

20
0

19
3,

00
0

19
1,

00
0

18
9,

00
0

19
1,

00
0

18
9,

00
0

18
7,

00
0

18
5,

00
0

18
3,

00
0

18
1,

00
0

17
9,

00
0

13
3,

90
0

10
1,

70
0

80
,1

00
55

,7
00

50
,0

00
48

,0
00

46
,0

00
44

,0
00

42
,0

00
40

,0
00

38
,0

00
36

,0
00

34
,0

00
32

,0
00

30
,0

00

２
．

３
．

21
9,

07
1

24
5,

89
9

26
5,

80
0

22
4,

90
0

20
0,

00
0

20
0,

00
0

20
0,

00
0

20
0,

00
0

20
0,

00
0

18
0,

00
0

16
0,

00
0

14
0,

00
0

12
0,

00
0

10
0,

00
0

80
,0

00

４
．

５
．

６
．

40
,3

30
22

,3
99

35
,2

00
28

,7
00

30
,0

00
30

,0
00

30
,0

00
30

,0
00

30
,0

00
30

,0
00

30
,0

00
30

,0
00

30
,0

00
30

,0
00

30
,0

00

７
．

８
．

10
,7

19
10

,0
46

8,
41

7
10

,4
25

7,
69

5
7,

50
0

7,
50

0
7,

50
0

7,
50

0
7,

50
0

7,
50

0
7,

50
0

7,
50

0
7,

50
0

7,
50

0

９
．

(A
)

50
5,

25
6

46
9,

41
4

50
9,

01
7

43
4,

82
5

47
3,

89
5

43
0,

50
0

42
8,

50
0

42
6,

50
0

42
8,

50
0

40
6,

50
0

38
4,

50
0

36
2,

50
0

34
0,

50
0

31
8,

50
0

29
6,

50
0

(B
)

(C
)

50
5,

25
6

46
9,

41
4

50
9,

01
7

43
4,

82
5

47
3,

89
5

43
0,

50
0

42
8,

50
0

42
6,

50
0

42
8,

50
0

40
6,

50
0

38
4,

50
0

36
2,

50
0

34
0,

50
0

31
8,

50
0

29
6,

50
0

１
．

15
0,

92
1

12
0,

01
3

16
6,

08
2

15
4,

00
7

22
3,

93
8

18
2,

50
0

18
2,

50
0

18
2,

50
0

18
6,

50
0

18
6,

50
0

18
6,

50
0

18
6,

50
0

18
6,

50
0

18
6,

50
0

18
6,

50
0

23
,2

49
28

,1
30

37
,5

78
32

,2
80

67
,5

34
30

,0
00

30
,0

00
30

,0
00

30
,0

00
30

,0
00

30
,0

00
30

,0
00

30
,0

00
30

,0
00

30
,0

00

２
．

70
5,

60
2

67
9,

31
8

64
9,

37
5

61
1,

28
0

56
7,

34
5

51
1,

91
9

46
1,

19
7

41
6,

00
6

37
9,

64
0

34
3,

06
4

29
3,

76
5

26
5,

18
3

24
4,

79
6

22
2,

32
1

19
7,

99
5

３
．

４
．

５
．

(D
)

85
6,

52
3

79
9,

33
1

81
5,

45
7

76
5,

28
7

79
1,

28
3

69
4,

41
9

64
3,

69
7

59
8,

50
6

56
6,

14
0

52
9,

56
4

48
0,

26
5

45
1,

68
3

43
1,

29
6

40
8,

82
1

38
4,

49
5

(E
)

35
1,

26
7

32
9,

91
7

30
6,

44
0

33
0,

46
2

31
7,

38
8

26
3,

91
9

21
5,

19
7

17
2,

00
6

13
7,

64
0

12
3,

06
4

95
,7

65
89

,1
83

90
,7

96
90

,3
21

87
,9

95

１
．

35
1,

26
7

32
9,

91
7

30
6,

44
0

33
0,

46
2

31
7,

38
8

26
3,

91
9

21
5,

19
7

17
2,

00
6

13
7,

64
0

12
3,

06
4

95
,7

65
89

,1
83

90
,7

96
90

,3
21

87
,9

95

２
．

３
．

４
．

(F
)

35
1,

26
7

32
9,

91
7

30
6,

44
0

33
0,

46
2

31
7,

38
8

26
3,

91
9

21
5,

19
7

17
2,

00
6

13
7,

64
0

12
3,

06
4

95
,7

65
89

,1
83

90
,7

96
90

,3
21

87
,9

95

(G
)

(H
)

6,
02

2,
75

3
5,

53
4,

50
5

5,
08

4,
73

1
4,

64
4,

25
0

4,
31

3,
10

5
3,

99
4,

18
6

3,
72

3,
98

9
3,

49
6,

98
3

3,
30

8,
34

3
3,

15
4,

27
9

3,
04

7,
51

4
2,

96
7,

33
1

2,
90

5,
53

5
2,

86
4,

21
4

2,
84

5,
21

9

○
他

会
計

繰
入

金
（単

位
：千

円
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

49
8,

61
9

44
9,

33
0

43
8,

97
7

44
8,

72
2

45
0,

00
0

45
0,

00
0

45
0,

00
0

45
0,

00
0

44
0,

00
0

44
0,

00
0

43
0,

00
0

43
0,

00
0

43
0,

00
0

43
0,

00
0

43
0,

00
0

41
5,

31
4

33
7,

17
1

33
9,

70
8

34
5,

30
5

34
5,

00
0

34
5,

00
0

34
5,

00
0

34
5,

00
0

34
5,

00
0

34
5,

00
0

34
5,

00
0

34
5,

00
0

34
5,

00
0

34
5,

00
0

34
5,

00
0

83
,3

05
11

2,
15

9
99

,2
69

10
3,

41
7

10
5,

00
0

10
5,

00
0

10
5,

00
0

10
5,

00
0

95
,0

00
95

,0
00

85
,0

00
85

,0
00

85
,0

00
85

,0
00

85
,0

00

21
9,

07
1

24
5,

89
9

26
5,

80
0

22
4,

90
0

20
0,

00
0

20
0,

00
0

20
0,

00
0

20
0,

00
0

20
0,

00
0

18
0,

00
0

16
0,

00
0

14
0,

00
0

12
0,

00
0

10
0,

00
0

80
,0

00

70
,3

92
61

,3
96

76
,4

04
44

,6
35

40
,0

00
35

,0
00

25
,0

00
15

,0
00

10
,0

00
10

,0
00

10
,0

00
10

,0
00

10
,0

00
10

,0
00

10
,0

00

14
8,

67
9

18
4,

50
3

18
9,

39
6

18
0,

26
5

16
0,

00
0

16
5,

00
0

17
5,

00
0

18
5,

00
0

19
0,

00
0

17
0,

00
0

15
0,

00
0

13
0,

00
0

11
0,

00
0

90
,0

00
70

,0
00

71
7,

69
0

69
5,

22
9

70
4,

77
7

67
3,

62
2

65
0,

00
0

65
0,

00
0

65
0,

00
0

65
0,

00
0

64
0,

00
0

62
0,

00
0

59
0,

00
0

57
0,

00
0

55
0,

00
0

53
0,

00
0

51
0,

00
0

合
計

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

補
塡

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

他
会

計
借

入
金

計

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  

  
 　

　
  

  
(D

)-
(C

)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

そ
の

他

計

純
計

(A
)-

(B
)

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

う
ち

流
域

負
担

金

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

令
和

12
年

度
令

和
6年

度

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

令
和

13
年

度
令

和
15

年
度

令
和

16
年

度
令

和
14

年
度

令
和

8年
度

令
和

9年
度

令
和

10
年

度
令

和
11

年
度

令
和

2年
度

（決
算

）
令

和
3年

度
（決

算
）

令
和

4年
度

（決
算

）
令

和
5年

度
（決

算
）

令
和

7年
度

令
和

2年
度

令
和

3年
度

令
和

4年
度

令
和

5年
度

令
和

15
年

度
令

和
16

年
度

令
和

14
年

度
令

和
6年

度
令

和
7年

度
令

和
8年

度
令

和
9年

度
令

和
10

年
度

令
和

11
年

度
令

和
12

年
度

令
和

13
年

度
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流
域

関
連

公
共

下
水

道
事

業
・
使

用
料

改
定

1
5
%
,1

0
%
,1

0
%

（
単

位
：
千

円
（
税

抜
き

）
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

区
　

　
　

　
　

　
分

１
．

(A
)

1
7
6
,1

7
7

1
9
2
,2

3
6

2
0
2
,1

7
6

2
0
1
,7

5
0

2
0
1
,6

0
4

2
0
0
,9

1
1

2
1
7
,2

4
3

2
3
0
,0

9
6

2
2
9
,2

2
8

2
4
2
,4

7
7

2
5
1
,6

0
4

2
5
1
,8

1
8

2
6
5
,4

1
7

2
7
5
,5

0
3

2
7
4
,6

1
4

(1
)

1
7
5
,6

8
3

1
9
1
,8

0
7

2
0
0
,5

7
4

2
0
0
,2

0
0

2
0
0
,1

0
4

1
9
9
,4

1
1

2
1
5
,7

4
3

2
2
8
,5

9
6

2
2
7
,7

2
8

2
4
0
,9

7
7

2
5
0
,1

0
4

2
5
0
,3

1
8

2
6
3
,9

1
7

2
7
4
,0

0
3

2
7
3
,1

1
4

(2
)

(B
)

8
8
2

1
,1

0
9

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

(3
)

4
9
4

4
2
9

7
2
0

4
4
1

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

２
．

6
4
1
,7

2
6

5
9
2
,6

2
8

5
7
8
,6

5
5

5
9
5
,0

9
2

6
0
1
,4

1
8

5
9
1
,4

7
8

5
7
6
,5

8
4

5
7
1
,1

1
2

5
6
6
,1

1
5

5
5
1
,1

4
1

5
4
5
,2

9
5

5
4
9
,4

1
5

5
3
2
,3

8
6

5
3
5
,6

7
8

5
3
7
,7

6
1

(1
)

5
1
3
,5

8
4

4
5
9
,7

8
0

4
4
0
,8

2
0

4
5
1
,5

7
2

4
5
3
,0

0
0

4
5
3
,0

0
0

4
3
3
,0

0
0

4
2
3
,0

0
0

4
1
3
,0

0
0

3
9
3
,0

0
0

3
8
3
,0

0
0

3
8
3
,0

0
0

3
6
3
,0

0
0

3
6
3
,0

0
0

3
6
3
,0

0
0

1
3
,0

0
0

1
0
,4

5
0

1
,8

4
3

2
,8

5
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

1
,9

6
5

4
9
8
,6

1
9

4
4
9
,3

3
0

4
3
8
,9

7
7

4
4
8
,7

2
2

4
5
0
,0

0
0

4
5
0
,0

0
0

4
3
0
,0

0
0

4
2
0
,0

0
0

4
1
0
,0

0
0

3
9
0
,0

0
0

3
8
0
,0

0
0

3
8
0
,0

0
0

3
6
0
,0

0
0

3
6
0
,0

0
0

3
6
0
,0

0
0

(2
)

1
2
8
,1

2
1

1
3
2
,6

7
1

1
3
7
,7

7
5

1
4
3
,3

4
2

1
4
8
,3

1
8

1
3
8
,3

7
8

1
4
3
,4

8
4

1
4
8
,0

1
2

1
5
3
,0

1
5

1
5
8
,0

4
1

1
6
2
,1

9
5

1
6
6
,3

1
5

1
6
9
,2

8
6

1
7
2
,5

7
8

1
7
4
,6

6
1

(3
)

2
1

1
7
7

6
0

1
7
8

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

（
C

)
8
1
7
,9

0
3

7
8
4
,8

6
4

7
8
0
,8

3
1

7
9
6
,8

4
2

8
0
3
,0

2
2

7
9
2
,3

8
9

7
9
3
,8

2
7

8
0
1
,2

0
8

7
9
5
,3

4
3

7
9
3
,6

1
8

7
9
6
,8

9
9

8
0
1
,2

3
3

7
9
7
,8

0
3

8
1
1
,1

8
1

8
1
2
,3

7
5

１
．

6
7
8
,0

4
6

6
7
0
,0

7
7

6
6
7
,6

4
8

6
7
6
,6

4
3

6
7
9
,5

0
9

6
8
4
,1

4
2

6
8
9
,5

3
6

6
9
3
,9

3
8

6
9
7
,7

7
5

7
0
0
,5

6
5

7
0
1
,8

2
6

7
0
5
,5

4
5

7
0
9
,1

5
4

7
1
4
,8

9
5

7
1
8
,2

1
0

(1
)

3
5
,2

7
9

2
8
,0

2
7

2
9
,8

6
5

2
8
,6

1
3

2
8
,8

3
5

2
9
,4

1
1

3
0
,0

0
1

3
0
,6

0
0

3
1
,2

1
1

3
1
,8

3
3

3
2
,4

7
1

3
3
,1

2
0

3
3
,7

8
3

3
4
,4

5
8

3
5
,1

4
7

1
8
,2

8
8

1
5
,2

1
9

1
6
,0

5
7

1
4
,6

5
7

1
5
,3

1
1

1
5
,6

1
7

1
5
,9

3
0

1
6
,2

4
8

1
6
,5

7
3

1
6
,9

0
3

1
7
,2

4
2

1
7
,5

8
6

1
7
,9

3
8

1
8
,2

9
7

1
8
,6

6
3

9
,3

4
9

6
,6

2
8

7
,5

0
7

7
,8

2
3

7
,3

1
9

7
,4

6
5

7
,6

1
5

7
,7

6
7

7
,9

2
2

8
,0

8
0

8
,2

4
2

8
,4

0
7

8
,5

7
5

8
,7

4
6

8
,9

2
1

2
,2

4
2

5
,4

0
0

6
,1

8
0

6
,3

0
1

6
,1

3
3

6
,2

0
5

6
,3

2
9

6
,4

5
6

6
,5

8
5

6
,7

1
6

6
,8

5
0

6
,9

8
7

7
,1

2
7

7
,2

7
0

7
,4

1
5

7
,5

6
3

(2
)

1
7
6
,5

2
0

1
7
5
,7

7
6

1
7
3
,4

4
8

1
8
4
,2

6
9

1
9
0
,1

0
0

1
9
4
,0

0
2

1
9
7
,9

8
2

2
0
2
,0

4
0

2
0
6
,1

7
6

2
1
0
,3

9
0

2
1
4
,7

0
2

2
1
9
,0

9
3

2
2
3
,5

7
8

2
2
8
,1

4
6

2
3
2
,8

0
8

4
6

1
,3

5
7

1
,5

5
1

1
,3

6
4

1
,5

0
0

1
,5

3
0

1
,5

6
1

1
,5

9
2

1
,6

2
4

1
,6

5
6

1
,6

8
9

1
,7

2
3

1
,7

5
7

1
,7

9
3

1
,8

2
8

1
,2

6
7

4
6

5
6

5
7

1
0
0

1
0
2

1
0
4

1
0
6

1
0
8

1
1
0

1
1
3

1
1
5

1
1
7

1
2
0

1
2
2

4
4
2

2
3
8

2
0
5

1
0
4

2
0
0

2
0
4

2
0
8

2
1
2

2
1
6

2
2
1

2
2
5

2
3
0

2
3
4

2
3
9

2
4
4

3
,0

2
5

8
6
5

2
,8

9
5

1
,7

4
1

3
,0

0
0

3
,0

6
0

3
,1

2
1

3
,1

8
4

3
,2

4
7

3
,3

1
2

3
,3

7
8

3
,4

4
6

3
,5

1
5

3
,5

8
5

3
,6

5
7

3
0
3

7
8

8
4

3
0
0

3
0
6

3
1
2

3
1
8

3
2
5

3
3
1

3
3
8

3
4
5

3
5
1

3
5
9

3
6
6

5
3
,2

0
8

4
4
,7

2
0

4
1
,9

1
0

4
8
,0

1
6

5
0
,0

0
0

5
1
,0

0
0

5
2
,0

2
0

5
3
,0

6
0

5
4
,1

2
0

5
5
,2

0
0

5
6
,3

0
5

5
7
,4

3
0

5
8
,5

8
0

5
9
,7

5
0

6
0
,9

4
5

1
0
9
,6

8
0

1
2
0
,7

1
1

1
2
2
,6

7
3

1
2
9
,7

4
4

1
3
0
,0

0
0

1
3
2
,6

0
0

1
3
5
,2

5
2

1
3
7
,9

5
6

1
4
0
,7

1
2

1
4
3
,5

2
0

1
4
6
,3

9
3

1
4
9
,3

1
8

1
5
2
,3

0
8

1
5
5
,3

5
0

1
5
8
,4

5
7

8
,5

4
9

7
,7

6
1

4
,1

5
8

3
,1

5
9

5
,0

0
0

5
,2

0
0

5
,4

0
4

5
,6

1
2

5
,8

2
4

6
,0

4
0

6
,2

6
1

6
,4

8
6

6
,7

1
6

6
,9

5
0

7
,1

8
9

(3
)

4
6
6
,2

4
7

4
6
6
,2

7
4

4
6
4
,3

3
5

4
6
3
,7

6
1

4
6
0
,5

7
4

4
6
0
,7

2
9

4
6
1
,5

5
3

4
6
1
,2

9
8

4
6
0
,3

8
8

4
5
8
,3

4
2

4
5
4
,6

5
3

4
5
3
,3

3
2

4
5
1
,7

9
3

4
5
2
,2

9
1

4
5
0
,2

5
5

(4
)

２
．

1
0
1
,4

7
7

8
8
,0

6
2

7
6
,6

2
8

7
2
,6

9
6

6
5
,3

1
4

6
1
,2

3
6

5
7
,5

2
2

5
4
,5

6
1

5
2
,1

1
4

5
0
,0

7
9

4
8
,4

6
1

4
7
,3

1
5

4
6
,3

3
1

4
5
,5

3
5

4
4
,9

4
8

(1
)

9
7
,7

9
0

8
6
,3

1
9

7
5
,6

8
8

6
7
,5

1
8

6
0
,3

1
4

5
6
,2

3
6

5
2
,5

2
2

4
9
,5

6
1

4
7
,1

1
4

4
5
,0

7
9

4
3
,4

6
1

4
2
,3

1
5

4
1
,3

3
1

4
0
,5

3
5

3
9
,9

4
8

(2
)

3
,6

8
7

1
,7

4
3

9
4
0

5
,1

7
8

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

（
D

)
7
7
9
,5

2
3

7
5
8
,1

3
9

7
4
4
,2

7
6

7
4
9
,3

3
9

7
4
4
,8

2
3

7
4
5
,3

7
8

7
4
7
,0

5
8

7
4
8
,4

9
9

7
4
9
,8

8
9

7
5
0
,6

4
4

7
5
0
,2

8
7

7
5
2
,8

6
0

7
5
5
,4

8
5

7
6
0
,4

3
0

7
6
3
,1

5
8

（
E
)

3
8
,3

8
0

2
6
,7

2
5

3
6
,5

5
5

4
7
,5

0
3

5
8
,1

9
9

4
7
,0

1
1

4
6
,7

6
9

5
2
,7

0
9

4
5
,4

5
4

4
2
,9

7
4

4
6
,6

1
2

4
8
,3

7
3

4
2
,3

1
8

5
0
,7

5
1

4
9
,2

1
7

（
F
)

5
6

1
8
,3

6
5

（
G

)
9
,9

0
8

1
,1

0
8

（
H

)
△

 9
,9

0
3

6
1
7
,2

5
7

(E
)+

(H
)

2
8
,4

7
7

2
6
,7

2
5

3
6
,5

6
1

6
4
,7

6
0

5
8
,1

9
9

4
7
,0

1
1

4
6
,7

6
9

5
2
,7

0
9

4
5
,4

5
4

4
2
,9

7
4

4
6
,6

1
2

4
8
,3

7
3

4
2
,3

1
8

5
0
,7

5
1

4
9
,2

1
7

（
I)

2
8
,4

7
7

5
5
,2

0
2

9
1
,7

6
3

1
5
6
,5

2
3

2
1
4
,7

2
2

2
6
1
,7

3
3

3
0
8
,5

0
2

3
6
1
,2

1
1

4
0
6
,6

6
5

4
4
9
,6

3
9

4
9
6
,2

5
1

5
4
4
,6

2
4

5
8
6
,9

4
2

6
3
7
,6

9
3

6
8
6
,9

1
0

（
J
)

（
K
)

( 
I 
)

(A
)-

(B
)

（
L
)

（
M

)
1
7
6
,1

7
7

1
9
2
,2

3
6

2
0
1
,2

9
4

2
0
0
,6

4
1

2
0
0
,6

0
4

1
9
9
,9

1
1

2
1
6
,2

4
3

2
2
9
,0

9
6

2
2
8
,2

2
8

2
4
1
,4

7
7

2
5
0
,6

0
4

2
5
0
,8

1
8

2
6
4
,4

1
7

2
7
4
,5

0
3

2
7
3
,6

1
4

（
N

)

（
O

)

（
P
)

流
動

負
債

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

(A
)-

(B
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

収
入

計

支
出

計

(F
)-

(G
)

(C
)-

(D
)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

除
却

費

流
域

負
担

金

収 益 的 支 出

う
ち

未
払

金
う

ち
一

時
借

入
金

特
別

利
益

特
別

損
失

特
別

損
益

当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）

う
ち

未
収

金

う
ち

建
設

改
良

費
分

流
動

資
産

減
価

償
却

費

営
業

外
費

用
支

払
利

息

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P
）
×

1
0
0
)

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率
(（

L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0
)

令
和

3
年

度
（
決

算
）

令
和

4
年

度
（
決

算
）

令
和

5
年

度
（
決

算
）

他
会

計
補

助
金

光
熱

水
費

通
信

運
搬

費

そ
の

他

営
業

費
用

職
員

給
与

費
基

本
給

退
職

給
付

費
手

当

修
繕

費
材

料
費

福
利

厚
生

費
経

費
動

力
費

委
託

費

経
常

損
益

令
和

1
3
年

度
令

和
1
4
年

度

収 益 的 収 支

収 益 的 収 入

営
業

収
益

使
用

料
収

入
受

託
工

事
収

益
そ

の
他

営
業

外
収

益
補

助
金

令
和

7
年

度
令

和
8
年

度
令

和
9
年

度
令

和
1
0
年

度
令

和
1
1
年

度
令

和
1
2
年

度

そ
の

他

国
庫

補
助

金
都

道
府

県
補

助
金

長
期

前
受

金
戻

入
そ

の
他

令
和

2
年

度
（
決

算
）

令
和

6
年

度
令

和
1
5
年

度
令

和
1
6
年

度
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 流
域

関
連

公
共

下
水

道
事

業
・使

用
料

改
定

15
%,

10
%,

10
%

（単
位

：千
円

（税
抜

き
））

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

１
．

23
5,

13
6

19
1,

07
0

19
9,

60
0

17
0,

80
0

23
6,

20
0

19
3,

00
0

19
1,

00
0

18
9,

00
0

19
1,

00
0

18
9,

00
0

18
7,

00
0

18
5,

00
0

18
3,

00
0

18
1,

00
0

17
9,

00
0

13
3,

90
0

10
1,

70
0

80
,1

00
55

,7
00

50
,0

00
48

,0
00

46
,0

00
44

,0
00

42
,0

00
40

,0
00

38
,0

00
36

,0
00

34
,0

00
32

,0
00

30
,0

00

２
．

３
．

21
9,

07
1

24
5,

89
9

26
5,

80
0

22
4,

90
0

20
0,

00
0

20
0,

00
0

20
0,

00
0

20
0,

00
0

20
0,

00
0

18
0,

00
0

16
0,

00
0

14
0,

00
0

12
0,

00
0

10
0,

00
0

80
,0

00

４
．

５
．

６
．

40
,3

30
22

,3
99

35
,2

00
28

,7
00

30
,0

00
30

,0
00

30
,0

00
30

,0
00

30
,0

00
30

,0
00

30
,0

00
30

,0
00

30
,0

00
30

,0
00

30
,0

00

７
．

８
．

10
,7

19
10

,0
46

8,
41

7
10

,4
25

7,
69

5
7,

50
0

7,
50

0
7,

50
0

7,
50

0
7,

50
0

7,
50

0
7,

50
0

7,
50

0
7,

50
0

7,
50

0

９
．

(A
)

50
5,

25
6

46
9,

41
4

50
9,

01
7

43
4,

82
5

47
3,

89
5

43
0,

50
0

42
8,

50
0

42
6,

50
0

42
8,

50
0

40
6,

50
0

38
4,

50
0

36
2,

50
0

34
0,

50
0

31
8,

50
0

29
6,

50
0

(B
)

(C
)

50
5,

25
6

46
9,

41
4

50
9,

01
7

43
4,

82
5

47
3,

89
5

43
0,

50
0

42
8,

50
0

42
6,

50
0

42
8,

50
0

40
6,

50
0

38
4,

50
0

36
2,

50
0

34
0,

50
0

31
8,

50
0

29
6,

50
0

１
．

15
0,

92
1

12
0,

01
3

16
6,

08
2

15
4,

00
7

22
3,

93
8

18
2,

50
0

18
2,

50
0

18
2,

50
0

18
6,

50
0

18
6,

50
0

18
6,

50
0

18
6,

50
0

18
6,

50
0

18
6,

50
0

18
6,

50
0

23
,2

49
28

,1
30

37
,5

78
32

,2
80

67
,5

34
30

,0
00

30
,0

00
30

,0
00

30
,0

00
30

,0
00

30
,0

00
30

,0
00

30
,0

00
30

,0
00

30
,0

00

２
．

70
5,

60
2

67
9,

31
8

64
9,

37
5

61
1,

28
0

56
7,

34
5

51
1,

91
9

46
1,

19
7

41
6,

00
6

37
9,

64
0

34
3,

06
4

29
3,

76
5

26
5,

18
3

24
4,

79
6

22
2,

32
1

19
7,

99
5

３
．

４
．

５
．

(D
)

85
6,

52
3

79
9,

33
1

81
5,

45
7

76
5,

28
7

79
1,

28
3

69
4,

41
9

64
3,

69
7

59
8,

50
6

56
6,

14
0

52
9,

56
4

48
0,

26
5

45
1,

68
3

43
1,

29
6

40
8,

82
1

38
4,

49
5

(E
)

35
1,

26
7

32
9,

91
7

30
6,

44
0

33
0,

46
2

31
7,

38
8

26
3,

91
9

21
5,

19
7

17
2,

00
6

13
7,

64
0

12
3,

06
4

95
,7

65
89

,1
83

90
,7

96
90

,3
21

87
,9

95

１
．

35
1,

26
7

32
9,

91
7

30
6,

44
0

33
0,

46
2

31
7,

38
8

26
3,

91
9

21
5,

19
7

17
2,

00
6

13
7,

64
0

12
3,

06
4

95
,7

65
89

,1
83

90
,7

96
90

,3
21

87
,9

95

２
．

３
．

４
．

(F
)

35
1,

26
7

32
9,

91
7

30
6,

44
0

33
0,

46
2

31
7,

38
8

26
3,

91
9

21
5,

19
7

17
2,

00
6

13
7,

64
0

12
3,

06
4

95
,7

65
89

,1
83

90
,7

96
90

,3
21

87
,9

95

(G
)

(H
)

6,
02

2,
75

3
5,

53
4,

50
5

5,
08

4,
73

1
4,

64
4,

25
0

4,
31

3,
10

5
3,

99
4,

18
6

3,
72

3,
98

9
3,

49
6,

98
3

3,
30

8,
34

3
3,

15
4,

27
9

3,
04

7,
51

4
2,

96
7,

33
1

2,
90

5,
53

5
2,

86
4,

21
4

2,
84

5,
21

9

○
他

会
計

繰
入

金
（単

位
：千

円
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

49
8,

61
9

44
9,

33
0

43
8,

97
7

44
8,

72
2

45
0,

00
0

45
0,

00
0

43
0,

00
0

42
0,

00
0

41
0,

00
0

39
0,

00
0

38
0,

00
0

38
0,

00
0

36
0,

00
0

36
0,

00
0

36
0,

00
0

41
5,

31
4

33
7,

17
1

33
9,

70
8

34
5,

30
5

34
5,

00
0

34
5,

00
0

34
5,

00
0

34
5,

00
0

34
5,

00
0

34
5,

00
0

34
5,

00
0

34
5,

00
0

34
5,

00
0

34
5,

00
0

34
5,

00
0

83
,3

05
11

2,
15

9
99

,2
69

10
3,

41
7

10
5,

00
0

10
5,

00
0

85
,0

00
75

,0
00

65
,0

00
45

,0
00

35
,0

00
35

,0
00

15
,0

00
15

,0
00

15
,0

00

21
9,

07
1

24
5,

89
9

26
5,

80
0

22
4,

90
0

20
0,

00
0

20
0,

00
0

20
0,

00
0

20
0,

00
0

20
0,

00
0

18
0,

00
0

16
0,

00
0

14
0,

00
0

12
0,

00
0

10
0,

00
0

80
,0

00

70
,3

92
61

,3
96

76
,4

04
44

,6
35

40
,0

00
35

,0
00

25
,0

00
15

,0
00

10
,0

00
10

,0
00

10
,0

00
10

,0
00

10
,0

00
10

,0
00

10
,0

00

14
8,

67
9

18
4,

50
3

18
9,

39
6

18
0,

26
5

16
0,

00
0

16
5,

00
0

17
5,

00
0

18
5,

00
0

19
0,

00
0

17
0,

00
0

15
0,

00
0

13
0,

00
0
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Ⅲ 特定環境保全単独公共下水道事業 
 

16．特定環境保全単独公共下水道事業の概要 

 特定環境保全単独公共下水道事業は、平成 13年 4月 1日に供用開始し、令

和 5年度末現在、計画通りの施設建設が終了しています。 

 これまでの総事業費は約 35億円（税込み）です。 

 

表 8 施設の整備状況（令和 6年 3月 31日現在） 

甲州市特定環境保全公共下水道事業 

普及状況等 

事業計画面積 47ha 

整備済面積 47ha 

面整備率 100% 

行政人口 29,439人 

うち、大和地区 968人 

普及人口（整備済人口） 882人 

行政人口普及率 

（＝普及人口÷行政人口） 
3.0% 

大和地区の普及率 91.1% 

水洗化人口（接続人口） 856人 

水洗化率（接続率） 

（＝水洗化人口÷普及人口） 
97.1% 

下水道使用率 

（＝水洗化人口÷行政人口） 
2.9% 

管渠延長 
汚 水 21 km 

雨 水 - 

処理場 

計画処理能力 1,200 m3/日 

現在最大処理水量（晴天時）   454 m3/日 

現在平均処理水量（晴天時）   255 m3/日 

処理方式 
オキシデーションディッ

チ法 

水量 

年間総処理水量 91,618 m3 

年間有収水量 91,618 m3 

有収率 100% 
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17．現行使用料について 

17．1 現行の使用料体系 

特定環境保全下水道事業の使用料体系は、流域関連下水道と同一の使用料

体系としています。 

 

表 9 使用料体系（令和 6年 3月 31日現在） 

（令和 3年 7月 1日改定） 

従量区分 金額（税込） 金額（税抜） 

一般用 基本料金（10m3まで） 1,162円/月 1,057円/月 

10m3 ～ 25m3まで 155円/m3 141円/m3 

26m3 ～ 192円/m3 175円/m3 

臨時用 0m3 ～ 213円/m3 194円/m3 

公衆浴場 基本料金（100m3まで） 3,866円/月 3,515円/月 

101m3 ～ 99円/m3 90円/m3 

 

17．2 有収水量及び使用料収入の推計 

 有収水量は行政人口の減少に伴い、減少していくものと推定しています。 

 使用料収入もこれに合わせて、減少傾向となるものと考えられます。 

 

 

図 17 有収水量と使用料収入の試算（使用料改定無し）  
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18．投資試算 

18．1 処理場施設の改築更新事業 

 大和浄化センターは、供用開始から 22年が経過しており、機械電気設備の

更新が必要となっております。この更新工事を令和 9 年度まで実施し、その

後平準化した更新工事を毎年 500万円程度見込むものとします。 

 

 

18．2 建設改良費 

 計画期間内の工事について令和 16年度までの推計値となっています。 

 現時点で令和 5年度から令和 9年度までの長寿命化工事を実施しています。

それ以降は点検・調査を継続的に実施する予定です。 

今後のストックマネジメント実施計画を受けて見直しが必要です。併せて、

見直し時には社会情勢等を注視し柔軟な対応を図ります。 

 

表 10 工事スケジュール 

工事内容 
工事費 

（千円） 
R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 

長寿命化工事 142,450           

点検・調査 35,000           

合計 177,450           

 

 

図 18 建設改良費の試算 
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18．3 維持管理費 

 維持管理費とは、事業の運営に必要な単年度の経費であり、電気代や施設管

理に必要な委託費や修繕費が含まれています。 

 職員給与費については、職員の人事異動等により年度間で若干の増減が発

生する可能性はありますが、財政計画上は概ね変動がないものとして推計し

ています。 

 計画期間内において、有収水量が減少することから、動力費や薬品費は減少

するものの、維持管理費に関わる委託費はほぼ固定費となることから、基準額

は現行ベースと大きな現象とはならないことが予想されます。 

 今回の見直しにおいては、この試算額に物価上昇を加味した額としていま

す。 

 物価上昇率は、明確なトレンド推計が困難であることから、政府が示してい

る「インフレ目標率：2.0%」を採用し、令和 7年度以降の維持管理費を対前年

比 2.0%増加するものとして推計しています。 

 結果として、維持管理費は増加傾向となるものが予想されます。 

 

 

図 19 維持管理費の試算 

 

 

---用語解説----------------------------------------------------------- 

【 動力費 】 

 主にポンプ等を動かすための電気料金。処理水量の増減により、費用も増減する。 

【 薬品費 】 

  汚水処理に必要な薬品の購入費用。処理水量の増減により、費用も増減する。 
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19．財源試算 

19．1 建設財源（国庫補助金・企業債の活用） 

 建設改良費を賄うために、最大限国庫補助金を活用し、残額に対しては企業

債により資金を調達します。国庫補助金は平均で年間約 888 万円、新規企業

債の発行額は平均で年間約 885万円を予定しています。 

 

図 20 建設財源の試算 

 

19．2 企業債残高・企業債償還金の見通し 

 今後、企業債償還金（元金及び利息）は当面現状維持ではありますが、将来

的には年々減少傾向にあります。また、償還額よりも当面は新規発行額（年平

均約 885万円）が小さいため、企業債残高は減少傾向にあります。 

 

図 21 償還金等の試算 
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19．3 減価償却費・長期前受金戻入の見通し 

 減価償却費及び長期前受金戻入に大きな変動はありません。この差額分は、

企業債償還金等の資本的収支における不足額に対する補填財源（損益勘定留

保資金）として活用されます。 

 

図 22 減価償却費・長期前受金戻入の試算 

 

19．4 一般会計繰入金 

 経常収支比率を 100%とするために、一般会計からの繰入金が必要となりま

す。令和 5年度決算では、維持管理費：約 2,800万円に対し、元利償還金が約

8,600万円と大きく、この補填に多額の繰入金が必要となりました。維持管理

費の増加の影響もあり、今後とも多額の繰入金が必要となる見込みです。 

 

図 23 一般会計繰入金の試算（使用料改定なし）  
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20．投資・財政計画（収支計画） 

20．1 下水道使用料の改定及び経費回収率の改善 

 本市の下水道使用料は令和 3年度の直近の改定から約 3年経過しています。

下水道使用料について重要な財政指標の 1 つに「経費回収率」があげられま

す。経費回収率とは使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えている

かを表した指標であり、100％以上であることが必要です。 

 国土交通省からは経営戦略の策定にあたり、経費回収率の向上に向けた収

支構造の適正化に係る具体的取組及び実施予定時期を記載することを求めら

れており、経費回収率 80%以上が最低ライン※であると示されています。 

※国土交通省では、「経費回収率 80%以上であること」を社会資本整備総合交付金の重点配分の交

付要件の 1 つにあげています。 

 

 経費回収率は、[使用料単価÷汚水処理原価]より算出されます。汚水処理原

価は、有収水量の減少に伴い将来上昇することが予想されます。 

これに対し現行の使用料単価のままとした場合（図 24：上）、汚水処理原価

の増加（維持管理費が増加するが有収水量は低下する）により、経費回収率が

50％以下で徐々に低下することが予想されます。 

流域関連下水道と同等に、令和 8年度以降、計画期間内の 3年毎に使用料を

15%,10%,10%上げることを想定した場合（図 24：下）においても、経費回収率

が低い水準のままとなることが試算されます。 

なお、本事業のみで計画期間を通じて経費回収率 100%を維持するために必要

な上昇率とした場合、令和 8 年度に 180%以上の値上げが必要と試算され、住

民の負担を考慮すると、現実的ではありません。 

本事業は、市街化区域外の特定な地域、河川上流の水質を守るために整備さ

れた特定環境保全公共下水道の性質上、小規模でありますが今後も事業を続

けていく必要があります。事業としては単独ですが、料金体系としては流域関

連下水道事業との連結決算により、補填をはかることとします。 
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図 24 使用料体系の改定の有無による経費回収率の差異（特環） 

（上：改定無し、下：3 年毎 15%,10%,10%上昇） 
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20．2 経常収支の見通し 

 経常収支が 100%（経常収支額＝0）となるように、一般会計繰入金での調整

を行っています。 

 

20．3 一般会計繰入金額の抑制 

 令和 8 年度から 3 年毎の適正な使用料収入の見直しを行い、一般会計繰入

金の抑制を図ります。 

 

 

図 25 一般会計繰入金の試算（使用料改定あり） 
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21．投資以外の考え方 

21．1 広域化・共同化について 

 本事業は、市街化区域外の特定な地域、河川上流の水質を守るために整備さ

れた特定環境保全公共下水道の性質上、小規模でありますが今後も事業を続

けていく必要があります。今後の人口減少などに注視しつつ、今後も検討を行

っています。 

 

21．2 資産活用について 

 本事業における処理場の上部空間を活用できるような有効な活用方法につ

いて検討を進めていきます。 

 

21．3 官民連携について 

 現在、処理場の維持管理を 3 年間の包括的民間委託として事業を実施して

います。 

 今後も更なる検討・協議を実施します。 
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22．業務指標（PI） 

 本経営戦略では、前述の PDCAサイクルにおける「Check」における業務指標

として、以下の項目を設定します。 

 

表 11 業務指標（PI）の概要及び目標値 

業務指標 指標の意義 現状 

（R5決算） 

単純試算 

（R16推計） 

目標値 

経費 

回収率 

使用料で回収すべき経費を、ど
の程度使用料で賄えているか
を表した指標であり、100％以
上であることが必要です。 

49.2% 34.6% 100%以上 

※単純試算とは、使用料改定を行わなかった場合における令和 16 年度推計値を示す。 

 

【経費回収率の維持（ロードマップ）】 

 本経営戦略では、使用料収入の減少に伴う経費回収率の低下を防ぐべく、使

用料の改定を見込んでいますが、事業単体での大幅な改善が困難であり、流域

関連下水道事業との連携を図ります。事業単体では、現状維持程度の経費回収

率を目標といたします。 

 

表 12 経費回収率に関するロードマップ 

経費回収率(%) R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 

 単純試算 46.5 45.0 43.7 42.2 40.8 39.6 38.3 37.0 35.8 34.6 

 使用料単価（円/m3） 151 

 汚水処理原価（円/m3） 314 324 335 344 357 369 381 393 408 420 

 使用料改定有 46.5 49.1 50.4 48.6 49.7 50.3 48.8 49.7 50.1 48.3 

 使用料単価（円/m3） 151 174 194 211 

 汚水処理原価（円/m3） 314 324 335 344 357 369 381 393 408 420 

最低限維持すべき目標 令和 8 年度の使用料改定以降、計画期間を通じて「40%以上」 

※経費回収率 ＝ 使用料単価 ÷ 汚水処理原価  
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7,
32

5
67

,4
78

61
,8

43
45

,4
53

39
,7

11
30

,5
32

27
,6

83
20

,2
51

(E
)

67
,3

75
38

,4
70

29
,4

30
23

,6
95

18
,3

55
21

,9
04

20
,7

36
18

,6
25

12
,4

78
13

,8
43

4,
45

3
5,

71
1

3,
53

2
7,

68
3

7,
25

1

１
．

67
,3

75
38

,4
70

29
,4

30
23

,6
95

18
,3

55
21

,9
04

20
,7

36
18

,6
25

12
,4

78
13

,8
43

4,
45

3
5,

71
1

3,
53

2
7,

68
3

7,
25

1

２
．

３
．

４
．

(F
)

67
,3

75
38

,4
70

29
,4

30
23

,6
95

18
,3

55
21

,9
04

20
,7

36
18

,6
25

12
,4

78
13

,8
43

4,
45

3
5,

71
1

3,
53

2
7,

68
3

7,
25

1

(G
)

(H
)

62
2,

53
3

60
1,

41
7

55
6,

51
8

51
4,

51
8

47
5,

21
3

42
6,

85
9

39
6,

41
3

39
8,

09
8

36
4,

12
0

33
1,

77
7

31
1,

82
4

29
3,

61
3

28
0,

57
9

26
6,

39
6

25
5,

64
7

○
他

会
計

繰
入

金
（単

位
：千

円
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

71
,2

21
62

,7
27

49
,9

57
51

,5
31

48
,5

09
51

,8
49

50
,8

30
51

,0
36

52
,2

52
52

,1
95

52
,2

79
52

,5
71

52
,9

49
53

,3
90

53
,8

42

66
,1

62
47

,8
32

38
,9

74
36

,6
54

40
,0

00
40

,0
00

40
,0

00
40

,0
00

40
,0

00
40

,0
00

40
,0

00
40

,0
00

40
,0

00
40

,0
00

40
,0

00

5,
05

9
14

,8
95

10
,9

83
14

,8
77

8,
50

9
11

,8
49

10
,8

30
11

,0
36

12
,2

52
12

,1
95

12
,2

79
12

,5
71

12
,9

49
13

,3
90

13
,8

42

1,
14

3
25

,0
30

19
,0

00
23

,1
00

30
,0

00
30

,0
00

30
,0

00
27

,0
00

24
,0

00
21

,0
00

18
,0

00
15

,0
00

12
,0

00
9,

00
0

6,
00

0

38
6

46
0

53
4

53
4

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

75
7

24
,5

70
18

,4
66

22
,5

66
29

,5
00

29
,5

00
29

,5
00

26
,5

00
23

,5
00

20
,5

00
17

,5
00

14
,5

00
11

,5
00

8,
50

0
5,

50
0

72
,3

64
87

,7
57

68
,9

57
74

,6
31

78
,5

09
81

,8
49

80
,8

30
78

,0
36

76
,2

52
73

,1
95

70
,2

79
67

,5
71

64
,9

49
62

,3
90

59
,8

42

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

令
和

16
年

度
令

和
10

年
度

令
和

11
年

度
令

和
12

年
度

令
和

13
年

度
令

和
14

年
度

令
和

15
年

度
令

和
4年

度
令

和
5年

度
令

和
6年

度
令

和
7年

度
令

和
8年

度
令

和
9年

度

補
塡

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

令
和

2年
度

令
和

3年
度

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  

  
 　

　
  

  
(D

)-
(C

)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

計

工
事

負
担

金

そ
の

他

計

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-

(B
)

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

令
和

8年
度

令
和

9年
度

令
和

10
年

度
令

和
11

年
度

令
和

12
年

度
令

和
13

年
度

令
和

2年
度

（決
算

）
令

和
3年

度
（決

算
）

令
和

4年
度

（決
算

）
令

和
5年

度
（決

算
）

令
和

6年
度

令
和

7年
度

令
和

14
年

度
令

和
15

年
度

令
和

16
年

度
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 特
定

環
境

保
全

公
共

下
水

道
事

業
・
使

用
料

改
定

1
5
%
,1

0
%
,1

0
%

（
単

位
：
千

円
（
税

抜
き

）
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

区
　

　
　

　
　

　
分

１
．

(A
)

1
2
,5

8
9

1
4
,1

7
9

1
4
,5

1
5

1
3
,9

0
4

1
3
,5

0
3

1
3
,2

8
3

1
4
,2

7
3

1
4
,9

0
2

1
4
,6

0
7

1
5
,1

7
8

1
5
,6

2
8

1
5
,3

9
0

1
5
,9

3
0

1
6
,3

2
7

1
6
,0

1
9

(1
)

1
2
,5

8
5

1
4
,1

7
4

1
4
,5

1
5

1
3
,9

0
2

1
3
,5

0
3

1
3
,2

8
3

1
4
,2

7
3

1
4
,9

0
2

1
4
,6

0
7

1
5
,1

7
8

1
5
,6

2
8

1
5
,3

9
0

1
5
,9

3
0

1
6
,3

2
7

1
6
,0

1
9

(2
)

(B
)

(3
)

4
5

2
２

．
1
5
4
,1

1
9

1
1
4
,5

7
4

8
8
,6

4
6

8
8
,5

4
5

8
3
,7

5
1

8
4
,3

7
0

8
2
,6

6
0

8
3
,5

3
9

8
5
,9

1
5

8
5
,6

4
8

8
5
,6

3
1

8
6
,4

2
1

8
6
,3

8
7

8
6
,5

7
9

8
7
,3

6
7

(1
)

7
1
,2

2
1

6
2
,7

2
7

5
1
,7

9
9

5
1
,5

3
1

4
8
,5

0
9

5
1
,8

4
9

4
9
,6

1
9

4
9
,0

6
6

5
0
,3

2
1

4
9
,4

7
3

4
8
,9

4
2

4
9
,2

8
4

4
8
,8

6
9

4
8
,7

4
7

4
9
,2

8
7

1
,8

4
2

7
1
,2

2
1

6
2
,7

2
7

4
9
,9

5
7

5
1
,5

3
1

4
8
,5

0
9

5
1
,8

4
9

4
9
,6

1
9

4
9
,0

6
6

5
0
,3

2
1

4
9
,4

7
3

4
8
,9

4
2

4
9
,2

8
4

4
8
,8

6
9

4
8
,7

4
7

4
9
,2

8
7

(2
)

8
2
,8

9
8

5
1
,8

4
7

3
6
,8

4
7

3
7
,0

1
4

3
5
,2

4
2

3
2
,5

2
1

3
3
,0

4
1

3
4
,4

7
3

3
5
,5

9
4

3
6
,1

7
5

3
6
,6

8
9

3
7
,1

3
7

3
7
,5

1
8

3
7
,8

3
2

3
8
,0

8
0

(3
)

（
C

)
1
6
6
,7

0
8

1
2
8
,7

5
3

1
0
3
,1

6
1

1
0
2
,4

4
9

9
7
,2

5
4

9
7
,6

5
3

9
6
,9

3
3

9
8
,4

4
1

1
0
0
,5

2
2

1
0
0
,8

2
6

1
0
1
,2

5
9

1
0
1
,8

1
1

1
0
2
,3

1
7

1
0
2
,9

0
6

1
0
3
,3

8
6

１
．

1
5
5
,5

1
8

1
1
9
,0

6
5

9
4
,4

9
4

9
4
,8

7
8

9
0
,8

0
2

9
1
,7

0
8

9
1
,5

6
3

9
3
,3

0
8

9
5
,1

0
5

9
5
,6

8
5

9
6
,3

0
5

9
6
,9

2
0

9
7
,5

0
7

9
8
,1

5
2

9
8
,7

7
4

(1
)

3
,2

7
2

6
,4

7
2

7
,0

8
8

6
,3

2
6

6
,6

2
9

6
,7

6
2

6
,8

9
7

7
,0

3
5

7
,1

7
6

7
,3

1
9

7
,4

6
5

7
,6

1
5

7
,7

6
7

7
,9

2
2

8
,0

8
1

1
,8

1
4

3
,3

3
4

3
,8

0
4

3
,3

3
1

3
,4

9
0

3
,5

6
0

3
,6

3
1

3
,7

0
4

3
,7

7
8

3
,8

5
3

3
,9

3
0

4
,0

0
9

4
,0

8
9

4
,1

7
1

4
,2

5
4

9
2
2

1
,7

2
7

1
,7

2
1

1
,6

1
5

1
,6

8
8

1
,7

2
2

1
,7

5
6

1
,7

9
1

1
,8

2
7

1
,8

6
4

1
,9

0
1

1
,9

3
9

1
,9

7
8

2
,0

1
7

2
,0

5
8

5
3
6

1
,4

1
1

1
,5

6
3

1
,3

8
0

1
,4

5
1

1
,4

8
0

1
,5

1
0

1
,5

4
0

1
,5

7
1

1
,6

0
2

1
,6

3
4

1
,6

6
7

1
,7

0
0

1
,7

3
4

1
,7

6
9

(2
)

1
4
,0

9
4

2
2
,2

7
0

1
9
,8

0
2

2
1
,9

0
5

2
1
,4

7
4

2
1
,7

9
9

2
2
,1

2
9

2
2
,5

0
8

2
2
,8

2
8

2
3
,1

7
0

2
3
,5

4
9

2
3
,9

1
9

2
4
,2

5
9

2
4
,6

5
4

2
5
,0

2
2

1
0
2

3
,9

0
7

5
,9

9
3

5
,6

3
8

5
,5

0
3

5
,5

2
1

5
,5

3
9

5
,5

9
4

5
,5

9
2

5
,6

0
4

5
,6

4
1

5
,6

6
6

5
,6

5
8

5
,6

9
1

5
,6

9
5

3
,6

9
7

3
4

4
4

4
4

4
4

4
5

5
5

5
5

1
9
6

1
5
3

1
0
4

1
0
4

1
0
0

1
0
2

1
0
4

1
0
6

1
0
8

1
1
0

1
1
3

1
1
5

1
1
7

1
2
0

1
2
2

4
1
9

7
,1

1
3

1
,9

1
7

4
,0

7
0

4
,0

0
0

4
,0

8
0

4
,1

6
2

4
,2

4
5

4
,3

3
0

4
,4

1
6

4
,5

0
4

4
,5

9
4

4
,6

8
6

4
,7

8
0

4
,8

7
6

7
8
0

5
9
2

7
3
2

7
8
6

7
6
7

7
7
0

7
7
2

7
8
0

7
7
9

7
8
2

7
8
6

7
9
0

7
8
8

7
9
3

7
9
4

8
,5

7
4

9
,5

5
0

9
,8

7
4

1
0
,2

1
4

1
0
,0

0
0

1
0
,2

0
0

1
0
,4

0
4

1
0
,6

1
2

1
0
,8

2
4

1
1
,0

4
0

1
1
,2

6
1

1
1
,4

8
6

1
1
,7

1
6

1
1
,9

5
0

1
2
,1

8
9

3
2
6

9
5
2

1
,1

7
8

1
,0

8
9

1
,1

0
0

1
,1

2
2

1
,1

4
4

1
,1

6
7

1
,1

9
1

1
,2

1
4

1
,2

3
9

1
,2

6
3

1
,2

8
9

1
,3

1
5

1
,3

4
1

(3
)

1
3
8
,1

5
2

9
0
,3

2
3

6
7
,6

0
4

6
6
,6

4
7

6
2
,6

9
9

6
3
,1

4
7

6
2
,5

3
7

6
3
,7

6
5

6
5
,1

0
1

6
5
,1

9
6

6
5
,2

9
1

6
5
,3

8
6

6
5
,4

8
1

6
5
,5

7
6

6
5
,6

7
1

(4
)

２
．

1
0
,8

9
1

9
,6

8
7

8
,6

6
7

7
,5

4
6

6
,4

5
2

5
,9

4
5

5
,3

7
0

5
,1

3
3

5
,4

1
7

5
,1

4
1

4
,9

5
4

4
,8

9
1

4
,8

1
0

4
,7

5
4

4
,6

1
2

(1
)

1
0
,8

9
1

9
,6

8
7

8
,6

6
7

7
,5

4
6

6
,4

5
2

5
,9

4
5

5
,3

7
0

5
,1

3
3

5
,4

1
7

5
,1

4
1

4
,9

5
4

4
,8

9
1

4
,8

1
0

4
,7

5
4

4
,6

1
2

(2
)

（
D

)
1
6
6
,4

0
9

1
2
8
,7

5
2

1
0
3
,1

6
1

1
0
2
,4

2
4

9
7
,2

5
4

9
7
,6

5
3

9
6
,9

3
3

9
8
,4

4
1

1
0
0
,5

2
2

1
0
0
,8

2
6

1
0
1
,2

5
9

1
0
1
,8

1
1

1
0
2
,3

1
7

1
0
2
,9

0
6

1
0
3
,3

8
6

（
E
)

2
9
9

1
2
5

（
F
)

3
1

（
G

)
2
9
9

1
2
5

（
H

)
△

 2
9
9

△
 1

3
1

△
 2

5
(E

)+
(H

)
3
1

（
I)

（
J
)

（
K
)

( 
I 
)

(A
)-

(B
)

（
M

)

1
2
,5

8
9

1
4
,1

7
9

1
4
,5

1
5

1
3
,9

0
4

1
3
,5

0
3

1
3
,2

8
3

1
4
,2

7
3

1
4
,9

0
2

1
4
,6

0
7

1
5
,1

7
8

1
5
,6

2
8

1
5
,3

9
0

1
5
,9

3
0

1
6
,3

2
7

1
6
,0

1
9

（
N

)

（
O

)

（
P

)

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P

）
×

1
0
0
)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5
条

第
１

項
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
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【参考】下水道 2 事業、流域関連公共下水道事

業、特定環境保全単独公共下水道事業との合算 

 

 参考として、下水道 2 事業を連結決算対象とした場合の試算結果を示しま

す。 

 

 前述した特定環境保全下水道（大和地区）は事業規模が小さいため、事業単

独での経営改善が困難な状況にあります。 

 一方で、下水道事業である共通性から、流域関連下水道事業（塩山・勝沼地

区）と特定環境保全下水道（大和地区）は同一の使用料体系としています。 

 下図は下水道 2事業を連結決算した場合の経費回収率の推計です。 

 計画期間内の 3年毎に使用料を上げることを想定した場合、100％前後で推

移する試算となります。 

 

 

 
 

 

図 26 使用料体系の改定の有無による経費回収率の差異（流関＋特環） 

（上：改定無し、下：3 年毎 15%,10%,10%上昇） 
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【参考 下水道 2事業の経費回収率】 

 

表 13 経費回収率に関するロードマップ（下水道 2事業） 

経費回収率(%) R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 

 単純試算 85.4 83.9 82.6 80.9 79.4 77.9 76.6 74.9 73.3 71.8 

 使用料単価（円/m3） 146 

 汚水処理原価（円/m3） 171 174 176 180 184 187 190 195 199 203 

 使用料改定有 85.4 90.9 94.6 92.6 96.3 98.3 96.6 100 102 99.8 

 使用料単価（円/m3） 146 159 168 168 178 185 185 196 204 204 

 汚水処理原価（円/m3） 171 174 176 180 184 187 190 195 199 203 

※経費回収率 ＝ 使用料単価 ÷ 汚水処理原価 
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【参考 下水道 2事業の財政シミュレーション】 
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52
5

18
2,

48
5

18
8,

60
9

19
4,

21
6

19
8,

88
4

20
3,

45
2

20
6,

80
4

21
0,

41
0

21
2,

74
1

(3
)

21
17

7
60

17
8

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

（C
)

98
4,

61
1

91
3,

61
7

88
3,

99
2

89
9,

29
1

90
0,

27
6

89
0,

04
2

89
4,

37
5

90
0,

90
4

89
7,

22
8

90
2,

23
9

89
6,

50
6

90
1,

34
8

90
3,

80
2

90
7,

15
0

90
9,

07
4

１
．

83
3,

56
4

78
9,

14
2

76
2,

14
2

77
1,

52
1

77
0,

31
1

77
5,

85
0

78
1,

09
9

78
7,

24
6

79
2,

88
0

79
6,

25
0

79
8,

13
1

80
2,

46
5

80
6,

66
1

81
3,

04
7

81
6,

98
4

(1
)

38
,5

51
34

,4
99

36
,9

53
34

,9
39

35
,4

64
36

,1
73

36
,8

98
37

,6
35

38
,3

87
39

,1
52

39
,9

36
40

,7
35

41
,5

50
42

,3
80

43
,2

28
20

,1
02

18
,5

53
19

,8
61

17
,9

88
18

,8
01

19
,1

77
19

,5
61

19
,9

52
20

,3
51

20
,7

56
21

,1
72

21
,5

95
22

,0
27

22
,4

68
22

,9
17

10
,2

71
8,

35
5

9,
22

8
9,

43
8

9,
00

7
9,

18
7

9,
37

1
9,

55
8

9,
74

9
9,

94
4

10
,1

43
10

,3
46

10
,5

53
10

,7
63

10
,9

79
2,

24
2

5,
93

6
7,

59
1

7,
86

4
7,

51
3

7,
65

6
7,

80
9

7,
96

6
8,

12
5

8,
28

7
8,

45
2

8,
62

1
8,

79
4

8,
97

0
9,

14
9

9,
33

2
(2

)
19

0,
61

4
19

8,
04

6
19

3,
25

0
20

6,
17

4
21

1,
57

4
21

5,
80

1
22

0,
11

1
22

4,
54

8
22

9,
00

4
23

3,
56

0
23

8,
25

1
24

3,
01

2
24

7,
83

7
25

2,
80

0
25

7,
83

0
14

8
5,

26
4

7,
54

4
7,

00
2

7,
00

3
7,

05
1

7,
10

0
7,

18
6

7,
21

6
7,

26
0

7,
33

0
7,

38
9

7,
41

5
7,

48
4

7,
52

3
4,

96
4

49
60

61
10

4
10

6
10

8
11

0
11

2
11

4
11

8
12

0
12

2
12

5
12

7
63

8
39

1
30

9
20

8
30

0
30

6
31

2
31

8
32

4
33

1
33

8
34

5
35

1
35

9
36

6
3,

44
4

7,
97

8
4,

81
2

5,
81

1
7,

00
0

7,
14

0
7,

28
3

7,
42

9
7,

57
7

7,
72

8
7,

88
2

8,
04

0
8,

20
1

8,
36

5
8,

53
3

30
3

78
84

30
0

30
6

31
2

31
8

32
5

33
1

33
8

34
5

35
1

35
9

36
6

78
0

59
2

73
2

78
6

76
7

77
0

77
2

78
0

77
9

78
2

78
6

79
0

78
8

79
3

79
4

61
,7

82
54

,2
70

51
,7

84
58

,2
30

60
,0

00
61

,2
00

62
,4

24
63

,6
72

64
,9

44
66

,2
40

67
,5

66
68

,9
16

70
,2

96
71

,7
00

73
,1

34
10

9,
68

0
12

0,
71

1
12

2,
67

3
12

9,
74

4
13

0,
00

0
13

2,
60

0
13

5,
25

2
13

7,
95

6
14

0,
71

2
14

3,
52

0
14

6,
39

3
14

9,
31

8
15

2,
30

8
15

5,
35

0
15

8,
45

7
8,

87
5

8,
71

3
5,

33
6

4,
24

8
6,

10
0

6,
32

2
6,

54
8

6,
77

9
7,

01
5

7,
25

4
7,

50
0

7,
74

9
8,

00
5

8,
26

5
8,

53
0

(3
)

60
4,

39
9

55
6,

59
7

53
1,

93
9

53
0,

40
8

52
3,

27
3

52
3,

87
6

52
4,

09
0

52
5,

06
3

52
5,

48
9

52
3,

53
8

51
9,

94
4

51
8,

71
8

51
7,

27
4

51
7,

86
7

51
5,

92
6

(4
)

２
．

11
2,

36
8

97
,7

49
85

,2
95

80
,2

42
71

,7
66

67
,1

81
62

,8
92

59
,6

94
57

,5
31

55
,2

20
53

,4
15

52
,2

06
51

,1
41

50
,2

89
49

,5
60

(1
)

10
8,

68
1

96
,0

06
84

,3
55

75
,0

64
66

,7
66

62
,1

81
57

,8
92

54
,6

94
52

,5
31

50
,2

20
48

,4
15

47
,2

06
46

,1
41

45
,2

89
44

,5
60

(2
)

3,
68

7
1,

74
3

94
0

5,
17

8
5,

00
0

5,
00

0
5,

00
0

5,
00

0
5,

00
0

5,
00

0
5,

00
0

5,
00

0
5,

00
0

5,
00

0
5,

00
0

（D
)

94
5,

93
2

88
6,

89
1

84
7,

43
7

85
1,

76
3

84
2,

07
7

84
3,

03
1

84
3,

99
1

84
6,

94
0

85
0,

41
1

85
1,

47
0

85
1,

54
6

85
4,

67
1

85
7,

80
2

86
3,

33
6

86
6,

54
4

（E
)

38
,6

79
26

,7
26

36
,5

55
47

,5
28

58
,1

99
47

,0
11

50
,3

84
53

,9
64

46
,8

17
50

,7
69

44
,9

60
46

,6
77

46
,0

00
43

,8
14

42
,5

30
（F

)
5

37
18

,3
65

（G
)

10
,2

07
1

1,
13

3
（H

)
△

 1
0,

20
2

△
 1

37
17

,2
32

(E
)+

(H
)

28
,4

77
26

,7
25

36
,5

92
64

,7
60

58
,1

99
47

,0
11

50
,3

84
53

,9
64

46
,8

17
50

,7
69

44
,9

60
46

,6
77

46
,0

00
43

,8
14

42
,5

30
（I

)
（J

)

（K
)

( 
I 
)

(A
)-

(B
)

（M
)

18
8,

76
6

20
6,

41
5

21
5,

80
9

21
4,

54
5

21
4,

10
7

21
3,

19
4

21
2,

92
0

21
3,

28
3

21
2,

26
7

21
1,

72
8

21
1,

24
3

21
1,

22
5

20
9,

94
9

20
9,

25
0

20
8,

39
1

（N
)

（O
)

（P
)

使
用

料
収

入

そ
の

他
営

業
外

収
益

補
助

金
国

庫
補

助
金

都
道

府
県

補
助

金
他

会
計

補
助

金
長

期
前

受
金

戻
入

そ
の

他

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

17
条

に
よ

り
算

定
し

た
事

業
の

規
模

健
全

化
法

第
22

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）/
（P

）×
10

0)

薬
品

費

地
方

財
政

法
施

行
令

第
15

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)
地

方
財

政
法

に
よ

る
資

金
不

足
の

比
率

(（
L
）/

（M
）×

10
0)

健
全

化
法

施
行

令
第

16
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
10

0

特
別

利
益

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
繰

越
利

益
剰

余
金

又
は

累
積

欠
損

金

営
業

外
費

用
支

払
利

息
そ

の
他

支
出

計
経

常
損

益

流
動

資
産

う
ち

未
収

金
流

動
負

債
う

ち
建

設
改

良
費

分
う

ち
一

時
借

入
金

う
ち

未
払

金

（L
)

そ
の

他
減

価
償

却
費

除
却

費

福
利

厚
生

費
経

費
動

力
費

光
熱

水
費

通
信

運
搬

費
修

繕
費

収 益 的 収 支

収 益 的 収 入

営
業

収
益

受
託

工
事

収
益

収
入

計

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費
基

本
給

手
当

退
職

給
付

費

(C
)-

(D
)

材
料

費

委
託

費
流

域
負

担
金

令
和

8年
度

令
和

9年
度

令
和

10
年

度
令

和
11

年
度

令
和

12
年

度
令

和
13

年
度

令
和

2年
度

（決
算

）
令

和
3年

度
（決

算
）

令
和

4年
度

（決
算

）
令

和
5年

度
（決

算
）

令
和

6年
度

令
和

7年
度

令
和

14
年

度
令

和
15

年
度

令
和

16
年

度
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 流
域

関
連

公
共

下
水

道
＋

特
定

環
境

保
全

公
共

下
水

道
事

業
・使

用
料

改
定

無
し

（単
位

：千
円

（税
抜

き
））

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

１
．

25
1,

00
0

24
9,

90
0

23
4,

20
0

20
7,

40
0

27
5,

20
0

22
5,

50
0

23
9,

20
0

26
3,

30
0

21
9,

50
0

21
3,

50
0

20
7,

50
0

20
1,

50
0

19
5,

50
0

18
9,

50
0

18
3,

50
0

14
7,

30
0

12
1,

80
0

11
1,

50
0

87
,7

00
80

,0
00

77
,0

00
74

,0
00

71
,0

00
68

,0
00

62
,0

00
56

,0
00

50
,0

00
44

,0
00

38
,0

00
32

,0
00

２
．

３
．

22
0,

21
4

27
0,

92
9

28
4,

80
0

24
8,

00
0

23
0,

00
0

23
0,

00
0

23
0,

00
0

22
7,

00
0

22
4,

00
0

20
1,

00
0

17
8,

00
0

15
5,

00
0

13
2,

00
0

10
9,

00
0

86
,0

00

４
．

５
．

６
．

43
,7

10
25

,4
79

35
,2

00
31

,4
50

39
,1

00
33

,6
00

50
,3

00
77

,4
00

32
,5

00
32

,5
00

32
,5

00
32

,5
00

32
,5

00
32

,5
00

32
,5

00

７
．

８
．

10
,7

85
10

,1
11

8,
48

3
10

,4
25

7,
69

5
7,

50
0

7,
50

0
7,

50
0

7,
50

0
7,

50
0

7,
50

0
7,

50
0

7,
50

0
7,

50
0

7,
50

0

９
．

(A
)

52
5,

70
9

55
6,

41
9

56
2,

68
3

49
7,

27
5

55
1,

99
5

49
6,

60
0

52
7,

00
0

57
5,

20
0

48
3,

50
0

45
4,

50
0

42
5,

50
0

39
6,

50
0

36
7,

50
0

33
8,

50
0

30
9,

50
0

(B
)

(C
)

52
5,

70
9

55
6,

41
9

56
2,

68
3

49
7,

27
5

55
1,

99
5

49
6,

60
0

52
7,

00
0

57
5,

20
0

48
3,

50
0

45
4,

50
0

42
5,

50
0

39
6,

50
0

36
7,

50
0

33
8,

50
0

30
9,

50
0

１
．

15
7,

44
4

16
5,

54
2

16
9,

67
9

16
1,

55
3

24
2,

08
8

18
9,

65
0

22
3,

09
0

27
7,

21
0

19
1,

50
0

19
1,

50
0

19
1,

50
0

19
1,

50
0

19
1,

50
0

19
1,

50
0

19
1,

50
0

23
,2

49
28

,1
30

37
,5

78
32

,2
80

67
,5

34
30

,0
00

30
,0

00
30

,0
00

30
,0

00
30

,0
00

30
,0

00
30

,0
00

30
,0

00
30

,0
00

30
,0

00

２
．

78
6,

90
7

75
9,

26
4

72
8,

87
4

68
9,

87
9

64
5,

65
0

59
2,

77
3

53
9,

84
3

48
8,

62
1

44
2,

11
8

39
9,

90
7

33
4,

21
8

29
9,

89
4

27
0,

32
8

24
5,

00
4

21
3,

24
6

３
．

４
．

５
．

(D
)

94
4,

35
1

92
4,

80
6

89
8,

55
3

85
1,

43
2

88
7,

73
8

78
2,

42
3

76
2,

93
3

76
5,

83
1

63
3,

61
8

59
1,

40
7

52
5,

71
8

49
1,

39
4

46
1,

82
8

43
6,

50
4

40
4,

74
6

(E
)

41
8,

64
2

36
8,

38
7

33
5,

87
0

35
4,

15
7

33
5,

74
3

28
5,

82
3

23
5,

93
3

19
0,

63
1

15
0,

11
8

13
6,

90
7

10
0,

21
8

94
,8

94
94

,3
28

98
,0

04
95

,2
46

１
．

41
8,

64
2

36
8,

38
7

33
5,

87
0

35
4,

15
7

33
5,

74
3

28
5,

82
3

23
5,

93
3

19
0,

63
1

15
0,

11
8

13
6,

90
7

10
0,

21
8

94
,8

94
94

,3
28

98
,0

04
95

,2
46

２
．

３
．

４
．

(F
)

41
8,

64
2

36
8,

38
7

33
5,

87
0

35
4,

15
7

33
5,

74
3

28
5,

82
3

23
5,

93
3

19
0,

63
1

15
0,

11
8

13
6,

90
7

10
0,

21
8

94
,8

94
94

,3
28

98
,0

04
95

,2
46

(G
)

(H
)

6,
64

5,
28

6
6,

13
5,

92
2

5,
64

1,
24

9
5,

15
8,

76
8

4,
78

8,
31

8
4,

42
1,

04
5

4,
12

0,
40

2
3,

89
5,

08
1

3,
67

2,
46

3
3,

48
6,

05
6

3,
35

9,
33

8
3,

26
0,

94
4

3,
18

6,
11

4
3,

13
0,

61
0

3,
10

0,
86

6

○
他

会
計

繰
入

金
（単

位
：千

円
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

56
9,

84
0

51
2,

05
7

48
8,

93
4

50
0,

25
3

49
8,

50
9

50
1,

84
9

50
0,

83
0

50
1,

03
6

49
2,

25
2

49
2,

19
5

48
2,

27
9

48
2,

57
1

48
2,

94
9

48
3,

39
0

48
3,

84
2

48
1,

47
6

38
5,

00
3

37
8,

68
2

38
1,

95
9

38
5,

00
0

38
5,

00
0

38
5,

00
0

38
5,

00
0

38
5,

00
0

38
5,

00
0

38
5,

00
0

38
5,

00
0

38
5,

00
0

38
5,

00
0

38
5,

00
0

88
,3

64
12

7,
05

4
11

0,
25

2
11

8,
29

4
11

3,
50

9
11

6,
84

9
11

5,
83

0
11

6,
03

6
10

7,
25

2
10

7,
19

5
97

,2
79

97
,5

71
97

,9
49

98
,3

90
98

,8
42

22
0,

21
4

27
0,

92
9

28
4,

80
0

24
8,

00
0

23
0,

00
0

23
0,

00
0

23
0,

00
0

22
7,

00
0

22
4,

00
0

20
1,

00
0

17
8,

00
0

15
5,

00
0

13
2,

00
0

10
9,

00
0

86
,0

00

70
,7

78
61

,8
56

76
,9

38
45

,1
69

40
,5

00
35

,5
00

25
,5

00
15

,5
00

10
,5

00
10

,5
00

10
,5

00
10

,5
00

10
,5

00
10

,5
00

10
,5

00

14
9,

43
6

20
9,

07
3

20
7,

86
2

20
2,

83
1

18
9,

50
0

19
4,

50
0

20
4,

50
0

21
1,

50
0

21
3,

50
0

19
0,

50
0

16
7,

50
0

14
4,

50
0

12
1,

50
0

98
,5

00
75

,5
00

79
0,

05
4

78
2,

98
6

77
3,

73
4

74
8,

25
3

72
8,

50
9

73
1,

84
9

73
0,

83
0

72
8,

03
6

71
6,

25
2

69
3,

19
5

66
0,

27
9

63
7,

57
1

61
4,

94
9

59
2,

39
0

56
9,

84
2

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

令
和

16
年

度
令

和
10

年
度

令
和

11
年

度
令

和
12

年
度

令
和

13
年

度
令

和
14

年
度

令
和

15
年

度
令

和
4年

度
令

和
5年

度
令

和
6年

度
令

和
7年

度
令

和
8年

度
令

和
9年

度

補
塡

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

令
和

2年
度

令
和

3年
度

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  

  
 　

　
  

  
(D

)-
(C

)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

う
ち

流
域

負
担

金

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

計

工
事

負
担

金

そ
の

他

計

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-

(B
)

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

令
和

8年
度

令
和

9年
度

令
和

10
年

度
令

和
11

年
度

令
和

12
年

度
令

和
13

年
度

令
和

2年
度

（決
算

）
令

和
3年

度
（決

算
）

令
和

4年
度

（決
算

）
令

和
5年

度
（決

算
）

令
和

6年
度

令
和

7年
度

令
和

14
年

度
令

和
15

年
度

令
和

16
年

度
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 流
域

関
連

公
共

下
水

道
＋

特
定

環
境

保
全

公
共

下
水

道
事

業
・使

用
料

改
定

15
%,

10
%,

10
%

（単
位

：千
円

（税
抜

き
），

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

区
　

　
　

　
　

　
分

１
．

(A
)

18
8,

76
6

20
6,

41
5

21
6,

69
1

21
5,

65
4

21
5,

10
7

21
4,

19
4

23
1,

51
6

24
4,

99
8

24
3,

83
5

25
7,

65
5

26
7,

23
2

26
7,

20
8

28
1,

34
7

29
1,

83
0

29
0,

63
3

(1
)

18
8,

26
8

20
5,

98
1

21
5,

08
9

21
4,

10
2

21
3,

60
7

21
2,

69
4

23
0,

01
6

24
3,

49
8

24
2,

33
5

25
6,

15
5

26
5,

73
2

26
5,

70
8

27
9,

84
7

29
0,

33
0

28
9,

13
3

(2
)

(B
)

88
2

1,
10

9
1,

00
0

1,
00

0
1,

00
0

1,
00

0
1,

00
0

1,
00

0
1,

00
0

1,
00

0
1,

00
0

1,
00

0
1,

00
0

(3
)

49
8

43
4

72
0

44
3

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

２
．

79
5,

84
5

70
7,

20
2

66
7,

30
1

68
3,

63
7

68
5,

16
9

67
5,

84
8

65
9,

24
4

65
4,

65
1

65
2,

03
0

63
6,

78
9

63
0,

92
6

63
5,

83
6

61
8,

77
3

62
2,

25
7

62
5,

12
8

(1
)

58
4,

80
5

52
2,

50
7

49
2,

61
9

50
3,

10
3

50
1,

50
9

50
4,

84
9

48
2,

61
9

47
2,

06
6

46
3,

32
1

44
2,

47
3

43
1,

94
2

43
2,

28
4

41
1,

86
9

41
1,

74
7

41
2,

28
7

13
,0

00
10

,4
50

3,
68

5
2,

85
0

3,
00

0
3,

00
0

3,
00

0
3,

00
0

3,
00

0
3,

00
0

3,
00

0
3,

00
0

3,
00

0
3,

00
0

3,
00

0
1,

96
5

56
9,

84
0

51
2,

05
7

48
8,

93
4

50
0,

25
3

49
8,

50
9

50
1,

84
9

47
9,

61
9

46
9,

06
6

46
0,

32
1

43
9,

47
3

42
8,

94
2

42
9,

28
4

40
8,

86
9

40
8,

74
7

40
9,

28
7

(2
)

21
1,

01
9

18
4,

51
8

17
4,

62
2

18
0,

35
6

18
3,

56
0

17
0,

89
9

17
6,

52
5

18
2,

48
5

18
8,

60
9

19
4,

21
6

19
8,

88
4

20
3,

45
2

20
6,

80
4

21
0,

41
0

21
2,

74
1

(3
)

21
17

7
60

17
8

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

（C
)

98
4,

61
1

91
3,

61
7

88
3,

99
2

89
9,

29
1

90
0,

27
6

89
0,

04
2

89
0,

76
0

89
9,

64
9

89
5,

86
5

89
4,

44
4

89
8,

15
8

90
3,

04
4

90
0,

12
0

91
4,

08
7

91
5,

76
1

１
．

83
3,

56
4

78
9,

14
2

76
2,

14
2

77
1,

52
1

77
0,

31
1

77
5,

85
0

78
1,

09
9

78
7,

24
6

79
2,

88
0

79
6,

25
0

79
8,

13
1

80
2,

46
5

80
6,

66
1

81
3,

04
7

81
6,

98
4

(1
)

38
,5

51
34

,4
99

36
,9

53
34

,9
39

35
,4

64
36

,1
73

36
,8

98
37

,6
35

38
,3

87
39

,1
52

39
,9

36
40

,7
35

41
,5

50
42

,3
80

43
,2

28
20

,1
02

18
,5

53
19

,8
61

17
,9

88
18

,8
01

19
,1

77
19

,5
61

19
,9

52
20

,3
51

20
,7

56
21

,1
72

21
,5

95
22

,0
27

22
,4

68
22

,9
17

10
,2

71
8,

35
5

9,
22

8
9,

43
8

9,
00

7
9,

18
7

9,
37

1
9,

55
8

9,
74

9
9,

94
4

10
,1

43
10

,3
46

10
,5

53
10

,7
63

10
,9

79
2,

24
2

5,
93

6
7,

59
1

7,
86

4
7,

51
3

7,
65

6
7,

80
9

7,
96

6
8,

12
5

8,
28

7
8,

45
2

8,
62

1
8,

79
4

8,
97

0
9,

14
9

9,
33

2
(2

)
19

0,
61

4
19

8,
04

6
19

3,
25

0
20

6,
17

4
21

1,
57

4
21

5,
80

1
22

0,
11

1
22

4,
54

8
22

9,
00

4
23

3,
56

0
23

8,
25

1
24

3,
01

2
24

7,
83

7
25

2,
80

0
25

7,
83

0
14

8
5,

26
4

7,
54

4
7,

00
2

7,
00

3
7,

05
1

7,
10

0
7,

18
6

7,
21

6
7,

26
0

7,
33

0
7,

38
9

7,
41

5
7,

48
4

7,
52

3
4,

96
4

49
60

61
10

4
10

6
10

8
11

0
11

2
11

4
11

8
12

0
12

2
12

5
12

7
63

8
39

1
30

9
20

8
30

0
30

6
31

2
31

8
32

4
33

1
33

8
34

5
35

1
35

9
36

6
3,

44
4

7,
97

8
4,

81
2

5,
81

1
7,

00
0

7,
14

0
7,

28
3

7,
42

9
7,

57
7

7,
72

8
7,

88
2

8,
04

0
8,

20
1

8,
36

5
8,

53
3

30
3

78
84

30
0

30
6

31
2

31
8

32
5

33
1

33
8

34
5

35
1

35
9

36
6

78
0

59
2

73
2

78
6

76
7

77
0

77
2

78
0

77
9

78
2

78
6

79
0

78
8

79
3

79
4

61
,7

82
54

,2
70

51
,7

84
58

,2
30

60
,0

00
61

,2
00

62
,4

24
63

,6
72

64
,9

44
66

,2
40

67
,5

66
68

,9
16

70
,2

96
71

,7
00

73
,1

34
10

9,
68

0
12

0,
71

1
12

2,
67

3
12

9,
74

4
13

0,
00

0
13

2,
60

0
13

5,
25

2
13

7,
95

6
14

0,
71

2
14

3,
52

0
14

6,
39

3
14

9,
31

8
15

2,
30

8
15

5,
35

0
15

8,
45

7
8,

87
5

8,
71

3
5,

33
6

4,
24

8
6,

10
0

6,
32

2
6,

54
8

6,
77

9
7,

01
5

7,
25

4
7,

50
0

7,
74

9
8,

00
5

8,
26

5
8,

53
0

(3
)

60
4,

39
9

55
6,

59
7

53
1,

93
9

53
0,

40
8

52
3,

27
3

52
3,

87
6

52
4,

09
0

52
5,

06
3

52
5,

48
9

52
3,

53
8

51
9,

94
4

51
8,

71
8

51
7,

27
4

51
7,

86
7

51
5,

92
6

(4
)

２
．

11
2,

36
8

97
,7

49
85

,2
95

80
,2

42
71

,7
66

67
,1

81
62

,8
92

59
,6

94
57

,5
31

55
,2

20
53

,4
15

52
,2

06
51

,1
41

50
,2

89
49

,5
60

(1
)

10
8,

68
1

96
,0

06
84

,3
55

75
,0

64
66

,7
66

62
,1

81
57

,8
92

54
,6

94
52

,5
31

50
,2

20
48

,4
15

47
,2

06
46

,1
41

45
,2

89
44

,5
60

(2
)

3,
68

7
1,

74
3

94
0

5,
17

8
5,

00
0

5,
00

0
5,

00
0

5,
00

0
5,

00
0

5,
00

0
5,

00
0

5,
00

0
5,

00
0

5,
00

0
5,

00
0

（D
)

94
5,

93
2

88
6,

89
1

84
7,

43
7

85
1,

76
3

84
2,

07
7

84
3,

03
1

84
3,

99
1

84
6,

94
0

85
0,

41
1

85
1,

47
0

85
1,

54
6

85
4,

67
1

85
7,

80
2

86
3,

33
6

86
6,

54
4

（E
)

38
,6

79
26

,7
26

36
,5

55
47

,5
28

58
,1

99
47

,0
11

46
,7

69
52

,7
09

45
,4

54
42

,9
74

46
,6

12
48

,3
73

42
,3

18
50

,7
51

49
,2

17
（F

)
5

37
18

,3
65

（G
)

10
,2

07
1

1,
13

3
（H

)
△

 1
0,

20
2

△
 1

37
17

,2
32

(E
)+

(H
)

28
,4

77
26

,7
25

36
,5

92
64

,7
60

58
,1

99
47

,0
11

46
,7

69
52

,7
09

45
,4

54
42

,9
74

46
,6

12
48

,3
73

42
,3

18
50

,7
51

49
,2

17
（I

)
（J

)

（K
)

( 
I 
)

(A
)-

(B
)

（M
)

18
8,

76
6

20
6,

41
5

21
5,

80
9

21
4,

54
5

21
4,

10
7

21
3,

19
4

23
0,

51
6

24
3,

99
8

24
2,

83
5

25
6,

65
5

26
6,

23
2

26
6,

20
8

28
0,

34
7

29
0,

83
0

28
9,

63
3

（N
)

（O
)

（P
)

使
用

料
収

入

そ
の

他
営

業
外

収
益

補
助

金
国

庫
補

助
金

都
道

府
県

補
助

金
他

会
計

補
助

金
長

期
前

受
金

戻
入

そ
の

他

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

17
条

に
よ

り
算

定
し

た
事

業
の

規
模

健
全

化
法

第
22

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）/
（P

）×
10

0)

薬
品

費

地
方

財
政

法
施

行
令

第
15

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)
地

方
財

政
法

に
よ

る
資

金
不

足
の

比
率

(（
L
）/

（M
）×

10
0)

健
全

化
法

施
行

令
第

16
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
10

0

特
別

利
益

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
繰

越
利

益
剰

余
金

又
は

累
積

欠
損

金

営
業

外
費

用
支

払
利

息
そ

の
他

支
出

計
経

常
損

益

流
動

資
産

う
ち

未
収

金
流

動
負

債
う
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Ⅳ 特定地域生活排水処理事業 
 

24．特定地域生活排水処理事業の概要 

 特定地域生活排水処理事業は、平成 14 年 10 月 1 日に事業開始し、平成 14

年 11月 1日に供用開始しています。 

 これまでの総事業費は約 5.5億円（税込み）です。 

 

表 14 施設の整備状況（令和 6年 3月 31日現在） 

特定地域生活排水処理事業 

普及状況等 

浄化槽設置基数 500基 

うち稼働基数 486基 

行政人口 29,439人 

下水道計画区域外の人口 7,935人 

普及人口（整備済人口） 1,314人 

行政人口普及率 

（＝普及人口÷行政人口） 
4.5% 

下水道計画区域外の普及率 16.6% 

水洗化人口（接続人口） 1,306人 

水洗化率（接続率） 

（＝水洗化人口÷普及人口） 
99.4% 

下水道使用率 

（＝水洗化人口÷行政人口） 
4.4% 

水量 

年間総処理水量 103,427 m3 

年間有収水量 103,427 m3 

有収率 100% 
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25．現行使用料について 

25．1 現行の使用料体系 

塩山・勝沼地区の特定地域生活排水処理事業の使用料体系は、他の下水道事

業と異なり、浄化槽の大きさにより使用料を定めています。 

なお、大和地区は、特定環境保全下水道と同様の従量制としています。 

 

表 15 使用料体系（令和 6年 3月 31日現在） 

（令和 3年 7月 1日改定） 

人槽区分 金額（税込） 金額（税抜） 

5人槽 3,184円/月 2,895円/月 

6～7人槽 3,603円/月 3,276円/月 

8～10人槽 4,546円/月 4,133円/月 

11～15人槽 7,165円/月 6,514円/月 

16～20人槽 9,575円/月 8,705円/月 

21～25人槽 11,251円/月 10,229円/月 

26～30人槽 12,927円/月 11,752円/月 

31～40人槽 14,184円/月 12,895円/月 

41～50人槽 17,013円/月 15,467円/月 

 

25．2 有収水量及び使用料収入の推計 

 有収水量は設置基数の増加に伴い、増加していくものと推定しています。 

 使用料収入もこれに合わせて、増加傾向となるものと考えられます。 

 

 

図 27 有収水量と使用料収入の試算（使用料改定無し）  
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26．投資試算 

26．1 浄化槽の新設事業 

 アクションプランに基づき、令和 16 年度までは浄化槽を年間 20 基、新設

する計画としています。 

 本事業は、新設希望者への対応となるため、実態が計画と一致しないことが

あります。 

 

26．2 建設改良費 

 1基あたり 150万円の工事費を見込んでいます。年間の建設改良費は 3千万

円と試算しています。これは令和 6年度予算とほぼ同額となっています。 

 計画期間内の工事について令和 16年度までの計画値となっています。 

見直し時には社会情勢等を注視し柔軟な対応を図ります。 

 

表 16 工事スケジュール 

工事内容 
工事費 

（千円） 
R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 

浄化槽新設 300,000           

 

 

図 28 建設改良費の試算 

 

---用語解説----------------------------------------------------------- 

【 アクションプラン 】 

汚水処理整備計画として、今後 10 年程度での汚水処理の概成を目標とし、各種汚水処理施

設(下水道、合併浄化槽など)の整備手法及び区域などを定めたもの  
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26．3 維持管理費 

 維持管理費とは、事業の運営に必要な単年度の経費であり、電気代や施設管

理に必要な委託費や修繕費が含まれています。 

 職員給与費については、職員の人事異動等により年度間で若干の増減が発

生する可能性はありますが、財政計画上は概ね変動がないものとして推計し

ています。 

 計画期間内において、浄化槽基数が増加することから、維持管理費に関わる

委託費は増加傾向となります。このため、経費の増加が予想されます。職員人

件費は現行ベースと大きな減少とはならないものとしています。 

 今回の見直しにおいては、この試算額に物価上昇を加味した額としていま

す。 

 物価上昇率は、明確なトレンド推計が困難であることから、政府が示してい

る「インフレ目標率：2.0%」を採用し、令和 7年度以降の維持管理費を対前年

比 2.0%増加するものとして推計しています。 

 結果として、維持管理費は増加傾向となることが予想されます。 

 

 

図 29 維持管理費の試算 
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27．財源試算 

27．1 建設財源（国庫補助金・企業債の活用） 

 建設改良費を賄うために、最大限国庫補助金を活用し、残額に対しては企業

債により資金を調達します。下水道事業に比べ補助率が低いことが特徴です。 

国庫補助金は年間約 390 万円、新規企業債の発行額は年間約 2,310 万円を

予定しています。 

 

図 30 建設財源の試算 

 

27．2 企業債残高・企業債償還金の見通し 

 今後、事業の拡大に伴い、企業債償還金（元金及び利息）は年々増加傾向に

あります。 

 

図 31 償還金等の試算 
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27．3 減価償却費・長期前受金戻入の見通し 

 減価償却費は当面、増加傾向にあります。長期前受金戻入に大きな変動はあ

りません。この差額分は、企業債償還金等の資本的収支における不足額に対す

る補填財源（損益勘定留保資金）として活用されます。 

 

図 32 減価償却費・長期前受金戻入の試算 

 

27．4 一般会計繰入金 

 経常収支比率を 100%とするために、一般会計からの繰入金が必要となりま

す。 

維持管理費の増加等の影響もあり、今後とも多額の繰入金が必要となる見

込みです。 

 

図 33 一般会計繰入金の試算（使用料改定なし）  
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28．投資・財政計画（収支計画） 

28．1 下水道使用料の改定及び経費回収率の改善 

 本市の下水道使用料は令和 3年度の直近の改定から約 3年経過しています。

下水道使用料について重要な財政指標の 1 つに「経費回収率」があげられま

す。経費回収率とは使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えている

かを表した指標であり、100％以上であることが必要です。 

 本事業は、環境省補助金であるため、下水道事業のような制約はありません。 

 

 経費回収率は、[使用料単価÷汚水処理原価]より算出されます。汚水処理原

価は、維持管理費の増加に伴い将来上昇することが予想されます。 

これに対し現行の使用料単価のままとした場合（図 34：上）、汚水処理原価

の増加により、経費回収率が徐々に低下することが予想されます。 

令和 8 年度以降、計画期間内の 3 年毎に使用料を 30%,10%,10%上げることを

想定した場合（図 34：下）において、経費回収率の改善が期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---用語解説----------------------------------------------------------- 

【 使用料単価 】 

 有収水量 1 ㎥あたりの使用料単価を示し、使用料の水準を示す指標のこと。 

【 汚水処理原価 】 

 有収水量 1 ㎥あたりの汚水処理に要した費用、汚水資本費・汚水維持管理費の両方を含め

た汚水処理に係るコストを表した指標のこと。  
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図 34 使用料体系の改定の有無による経費回収率の差異 

（上：改定無し、下：3 年毎 30%,10%,10%上昇） 
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28．2 経常収支の見通し 

 経常収支が 100%（経常収支額＝0）となるように、一般会計繰入金での調整

を行っています。 

 

28．3 一般会計繰入金額の抑制 

 令和 8 年度から 3 年毎の適正な使用料収入の見直しを行い、一般会計繰入

金の抑制を図ります。 

 

 

図 35 一般会計繰入金の試算（使用料改定あり） 

 

29．投資以外の考え方 

 事業の特性上、特にありません。 
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30．業務指標（PI） 

 本経営戦略では、前述の PDCAサイクルにおける「Check」における業務指標

として、以下の項目を設定します。 

 

表 17 業務指標（PI）の概要及び目標値 

業務指標 指標の意義 現状 

（R5決算） 

単純試算 

（R16推計） 

目標値 

経費 

回収率 

使用料で回収すべき経費を、ど
の程度使用料で賄えているか
を表した指標であり、100％以
上であることが必要です。 

72.4% 66.2% 100%以上 

※単純試算とは、使用料改定を行わなかった場合における令和 16 年度推計値を示す。 

 

【経費回収率の維持（ロードマップ）】 

 本経営戦略では、一般会計繰入金の抑制のために、使用料の改定を見込んで

います。事業単体では、令和 8 年度の改定の効果が発揮される令和 9 年度以

降の計画期間を通じて 90％以上を目標とし、達成できない場合には速やかに

経営戦略の見直しを図るものとします。 

 

表 18 経費回収率に関するロードマップ 

経費回収率(%) R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 

 単純試算 70.9 70.6 70.5 69.7 69.2 68.7 68.2 67.5 66.9 66.2 

 使用料単価（円/m3） 165 

 汚水処理原価（円/m3） 233 234 234 237 238 240 242 244 247 249 

 使用料改定有 70.9 86.9 91.8 90.8 96.9 98.3 97.6 103 105 104 

 使用料単価（円/m3） 165 215 236 260 

 汚水処理原価（円/m3） 233 234 234 237 238 240 242 244 247 249 

最低限維持すべき目標 令和 9 年度以降、計画期間を通じて「90%以上」 

※経費回収率 ＝ 使用料単価 ÷ 汚水処理原価 
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和

8年
度

令
和

9年
度

令
和

10
年

度
令

和
11

年
度

令
和

12
年

度
令

和
13

年
度

令
和

4年
度

（決
算

）
令

和
5年

度
（決

算
）

令
和

6年
度

令
和

7年
度

令
和

14
年

度
令

和
15

年
度

令
和

16
年

度

支
払

利
息

そ
の

他

令
和

2年
度

（決
算

）
令

和
3年

度
（決

算
）
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 特
定

地
域

生
活

排
水

処
理

事
業

・使
用

料
改

定
無

し
（単

位
：千

円
（税

抜
き

））
年

　
　

　
　

　
度

区
　

　
　

　
　

分

１
．

12
,8

00
10

,9
00

14
,2

00
9,

40
0

23
,4

00
23

,1
00

23
,1

00
23

,1
00

23
,1

00
23

,1
00

23
,1

00
23

,1
00

23
,1

00
23

,1
00

23
,1

00

２
．

３
．

33
6

1,
45

0
2,

40
0

1,
50

0
2,

00
0

2,
00

0
2,

00
0

2,
00

0
2,

00
0

2,
00

0
2,

00
0

2,
00

0
2,

00
0

2,
00

0
2,

00
0

４
．

５
．

６
．

8,
12

5
8,

12
5

4,
06

2
1,

87
5

3,
96

0
3,

90
0

3,
90

0
3,

90
0

3,
90

0
3,

90
0

3,
90

0
3,

90
0

3,
90

0
3,

90
0

3,
90

0

７
．

８
．

2,
07

9
1,

92
6

1,
83

2
1,

92
4

3,
04

1
3,

00
0

3,
00

0
3,

00
0

3,
00

0
3,

00
0

3,
00

0
3,

00
0

3,
00

0
3,

00
0

3,
00

0

９
．

(A
)

23
,3

40
22

,4
01

22
,4

94
14

,6
99

32
,4

01
32

,0
00

32
,0

00
32

,0
00

32
,0

00
32

,0
00

32
,0

00
32

,0
00

32
,0

00
32

,0
00

32
,0

00

(B
)

(C
)

23
,3

40
22

,4
01

22
,4

94
14

,6
99

32
,4

01
32

,0
00

32
,0

00
32

,0
00

32
,0

00
32

,0
00

32
,0

00
32

,0
00

32
,0

00
32

,0
00

32
,0

00

１
．

24
,1

61
22

,2
41

21
,8

90
13

,2
11

30
,4

13
30

,0
00

30
,0

00
30

,0
00

30
,0

00
30

,0
00

30
,0

00
30

,0
00

30
,0

00
30

,0
00

30
,0

00

２
．

4,
68

3
5,

36
7

5,
81

6
6,

36
4

6,
94

4
7,

76
8

8,
33

7
9,

31
7

9,
56

4
9,

77
0

10
,5

61
11

,4
54

12
,3

60
12

,7
69

13
,2

20

３
．

４
．

５
．

(D
)

28
,8

44
27

,6
08

27
,7

06
19

,5
75

37
,3

57
37

,7
68

38
,3

37
39

,3
17

39
,5

64
39

,7
70

40
,5

61
41

,4
54

42
,3

60
42

,7
69

43
,2

20

(E
)

5,
50

4
5,

20
7

5,
21

2
4,

87
6

4,
95

6
5,

76
8

6,
33

7
7,

31
7

7,
56

4
7,

77
0

8,
56

1
9,

45
4

10
,3

60
10

,7
69

11
,2

20

１
．

5,
20

7
5,

21
2

4,
87

6
4,

95
6

5,
76

8
6,

33
7

7,
31

7
7,

56
4

7,
77

0
8,

56
1

9,
45

4
10

,3
60

10
,7

69
11

,2
20

２
．

３
．

４
．

5,
50

4

(F
)

5,
50

4
5,

20
7

5,
21

2
4,

87
6

4,
95

6
5,

76
8

6,
33

7
7,

31
7

7,
56

4
7,

77
0

8,
56

1
9,

45
4

10
,3

60
10

,7
69

11
,2

20

(G
)

(H
)

18
1,

46
7

18
7,

00
0

19
5,

38
4

19
8,

42
0

21
4,

87
6

23
0,

20
8

24
4,

97
1

25
8,

75
4

27
2,

29
0

28
5,

62
0

29
8,

15
9

30
9,

80
5

32
0,

54
5

33
0,

87
6

34
0,

75
6

○
他

会
計

繰
入

金
（単

位
：千

円
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

14
,3

44
19

,6
34

21
,0

66
20

,2
47

21
,0

79
22

,7
28

23
,3

53
25

,0
28

28
,6

36
29

,2
80

29
,9

58
29

,3
93

30
,9

06
30

,7
85

31
,5

77

3,
95

1
12

,7
76

12
,6

95
13

,1
21

12
,6

47
13

,6
37

14
,0

12
15

,0
17

17
,1

82
17

,5
68

17
,9

75
17

,6
36

18
,5

44
18

,4
71

18
,9

46

10
,3

93
6,

85
8

8,
37

1
7,

12
6

8,
43

2
9,

09
1

9,
34

1
10

,0
11

11
,4

54
11

,7
12

11
,9

83
11

,7
57

12
,3

62
12

,3
14

12
,6

31

33
6

1,
45

0
2,

40
0

1,
50

0
2,

00
0

2,
00

0
2,

00
0

2,
00

0
2,

00
0

2,
00

0
2,

00
0

2,
00

0
2,

00
0

2,
00

0
2,

00
0

33
6

16
0

50
8

50
8

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

1,
29

0
1,

89
2

99
2

1,
50

0
1,

50
0

1,
50

0
1,

50
0

1,
50

0
1,

50
0

1,
50

0
1,

50
0

1,
50

0
1,

50
0

1,
50

0

14
,6

80
21

,0
84

23
,4

66
21

,7
47

23
,0

79
24

,7
28

25
,3

53
27

,0
28

30
,6

36
31

,2
80

31
,9

58
31

,3
93

32
,9

06
32

,7
85

33
,5

77

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

令
和

16
年

度
令

和
10

年
度

令
和

11
年

度
令

和
12

年
度

令
和

13
年

度
令

和
14

年
度

令
和

15
年

度
令

和
4年

度
令

和
5年

度
令

和
6年

度
令

和
7年

度
令

和
8年

度
令

和
9年

度

補
塡

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

令
和

2年
度

令
和

3年
度

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  

  
 　

　
  

  
(D

)-
(C

)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

計

工
事

負
担

金

そ
の

他

計

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-

(B
)

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

令
和

8年
度

令
和

9年
度

令
和

10
年

度
令

和
11

年
度

令
和

12
年

度
令

和
13

年
度

令
和

2年
度

（決
算

）
令

和
3年

度
（決

算
）

令
和

4年
度

（決
算

）
令

和
5年

度
（決

算
）

令
和

6年
度

令
和

7年
度

令
和

14
年

度
令

和
15

年
度

令
和

16
年

度
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特
定

地
域

生
活

排
水

処
理

事
業

・
使

用
料

改
定

3
0
%
,1

0
%
,1

0
%

（
単

位
：
千

円
（
税

抜
き

）
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

区
　

　
　

　
　

　
分

１
．

(A
)

1
5
,1

2
8

1
6
,0

5
3

1
6
,8

8
1

1
7
,4

2
3

1
7
,8

6
7

1
8
,5

8
9

2
3
,7

5
0

2
6
,1

6
5

2
6
,9

5
7

2
9
,9

7
2

3
1
,6

5
3

3
2
,6

9
0

3
6
,1

9
7

3
8
,1

9
0

3
9
,3

2
9

(1
)

1
5
,0

7
4

1
6
,0

2
0

1
6
,8

3
6

1
7
,4

0
0

1
7
,8

2
7

1
8
,5

4
9

2
3
,7

1
0

2
6
,1

2
5

2
6
,9

1
7

2
9
,9

3
2

3
1
,6

1
3

3
2
,6

5
0

3
6
,1

5
7

3
8
,1

5
0

3
9
,2

8
9

(2
)

(B
)

(3
)

5
4

3
3

4
5

2
3

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

２
．

1
8
,4

8
0

2
4
,1

0
5

2
5
,8

8
1

2
5
,3

0
4

2
6
,2

8
1

2
7
,5

0
6

2
3
,9

5
8

2
4
,2

6
0

2
7
,9

4
9

2
6
,5

6
6

2
6
,5

5
1

2
5
,2

9
7

2
4
,5

9
4

2
3
,0

2
2

2
3
,6

6
3

(1
)

1
4
,3

4
4

1
9
,6

3
4

2
1
,0

6
6

2
0
,2

4
7

2
1
,0

7
9

2
2
,7

2
8

1
8
,9

1
5

1
8
,9

5
2

2
2
,3

7
6

2
0
,7

2
8

2
0
,4

4
8

1
9
,5

7
0

1
8
,2

3
7

1
6
,8

4
5

1
7
,2

2
1

1
4
,3

4
4

1
9
,6

3
4

2
1
,0

6
6

2
0
,2

4
7

2
1
,0

7
9

2
2
,7

2
8

1
8
,9

1
5

1
8
,9

5
2

2
2
,3

7
6

2
0
,7

2
8

2
0
,4

4
8

1
9
,5

7
0

1
8
,2

3
7

1
6
,8

4
5

1
7
,2

2
1

(2
)

4
,1

3
6

4
,4

7
1

4
,8

1
5

5
,0

5
7

5
,2

0
2

4
,7

7
8

5
,0

4
3

5
,3

0
8

5
,5

7
3

5
,8

3
8

6
,1

0
3

5
,7

2
7

6
,3

5
7

6
,1

7
7

6
,4

4
2

(3
)

（
C

)
3
3
,6

0
8

4
0
,1

5
8

4
2
,7

6
2

4
2
,7

2
7

4
4
,1

4
8

4
6
,0

9
5

4
7
,7

0
8

5
0
,4

2
5

5
4
,9

0
6

5
6
,5

3
8

5
8
,2

0
4

5
7
,9

8
7

6
0
,7

9
1

6
1
,2

1
2

6
2
,9

9
2

１
．

3
1
,5

7
1

3
8
,2

4
3

4
0
,8

4
7

4
0
,7

1
4

4
2
,1

1
0

4
3
,7

8
6

4
5
,1

4
2

4
7
,6

0
6

5
1
,8

4
2

5
3
,2

3
5

5
4
,6

6
5

5
4
,2

2
6

5
6
,8

2
2

5
7
,0

4
7

5
8
,6

3
8

(1
)

1
,4

4
6

6
,6

4
2

7
,0

8
7

6
,3

2
1

6
,6

8
3

6
,8

1
7

6
,9

5
3

7
,0

9
2

7
,2

3
4

7
,3

7
8

7
,5

2
5

7
,6

7
6

7
,8

3
0

7
,9

8
7

8
,1

4
6

7
5
1

3
,3

3
4

3
,8

0
4

3
,3

3
1

3
,4

9
0

3
,5

6
0

3
,6

3
1

3
,7

0
4

3
,7

7
8

3
,8

5
3

3
,9

3
0

4
,0

0
9

4
,0

8
9

4
,1

7
1

4
,2

5
4

3
8
1

1
,8

6
7

1
,7

2
0

1
,6

1
0

1
,7

3
2

1
,7

6
7

1
,8

0
2

1
,8

3
8

1
,8

7
5

1
,9

1
2

1
,9

5
0

1
,9

8
9

2
,0

2
9

2
,0

7
0

2
,1

1
1

3
1
4

1
,4

4
1

1
,5

6
3

1
,3

8
0

1
,4

6
1

1
,4

9
0

1
,5

2
0

1
,5

5
0

1
,5

8
1

1
,6

1
3

1
,6

4
5

1
,6

7
8

1
,7

1
2

1
,7

4
6

1
,7

8
1

(2
)

1
5
,4

7
4

1
6
,2

3
8

1
7
,7

4
1

1
7
,7

2
9

1
8
,3

7
4

1
9
,3

3
3

2
0
,3

2
3

2
1
,3

4
5

2
2
,3

9
9

2
3
,4

8
7

2
4
,6

0
9

2
5
,7

6
8

2
6
,9

6
2

2
8
,1

9
5

2
9
,4

6
6

6
4
2

5
9
7

9
0
5

8
9
0

9
0
0

9
1
8

9
3
6

9
5
5

9
7
4

9
9
4

1
,0

1
3

1
,0

3
4

1
,0

5
4

1
,0

7
6

1
,0

9
7

2
0
1

1
2
,6

6
9

1
2
,9

9
0

1
4
,0

1
7

1
4
,1

2
0

1
4
,6

7
4

1
5
,5

5
9

1
6
,4

7
4

1
7
,4

1
9

1
8
,3

9
4

1
9
,4

0
2

2
0
,4

4
3

2
1
,5

1
8

2
2
,6

2
8

2
3
,7

7
3

2
4
,9

5
6

1
,9

6
2

2
,6

5
1

2
,8

1
9

2
,7

1
9

2
,8

0
0

2
,8

5
6

2
,9

1
3

2
,9

7
1

3
,0

3
1

3
,0

9
1

3
,1

5
3

3
,2

1
6

3
,2

8
0

3
,3

4
6

3
,4

1
3

(3
)

1
4
,6

5
1

1
5
,3

6
3

1
6
,0

1
9

1
6
,6

6
4

1
7
,0

5
3

1
7
,6

3
6

1
7
,8

6
6

1
9
,1

6
9

2
2
,2

0
9

2
2
,3

7
0

2
2
,5

3
1

2
0
,7

8
2

2
2
,0

3
0

2
0
,8

6
5

2
1
,0

2
6

(4
)

２
．

1
,9

2
5

1
,9

1
5

1
,9

1
5

2
,0

1
3

2
,0

3
8

2
,3

0
9

2
,5

6
6

2
,8

1
9

3
,0

6
4

3
,3

0
3

3
,5

3
9

3
,7

6
1

3
,9

6
9

4
,1

6
5

4
,3

5
4

(1
)

1
,9

2
5

1
,9

1
5

1
,9

1
5

2
,0

1
3

2
,0

3
8

2
,3

0
9

2
,5

6
6

2
,8

1
9

3
,0

6
4

3
,3

0
3

3
,5

3
9

3
,7

6
1

3
,9

6
9

4
,1

6
5

4
,3

5
4

(2
)

（
D

)
3
3
,4

9
6

4
0
,1

5
8

4
2
,7

6
2

4
2
,7

2
7

4
4
,1

4
8

4
6
,0

9
5

4
7
,7

0
8

5
0
,4

2
5

5
4
,9

0
6

5
6
,5

3
8

5
8
,2

0
4

5
7
,9

8
7

6
0
,7

9
1

6
1
,2

1
2

6
2
,9

9
2

（
E
)

1
1
2

（
F
)

（
G

)
1
1
2

（
H

)
△

 1
1
2

(E
)+

(H
)

（
I)

（
J
)

（
K
)

( 
I 
)

(A
)-

(B
)

（
M

)

1
5
,1

2
8

1
6
,0

5
3

1
6
,8

8
1

1
7
,4

2
3

1
7
,8

6
7

1
8
,5

8
9

2
3
,7

5
0

2
6
,1

6
5

2
6
,9

5
7

2
9
,9

7
2

3
1
,6

5
3

3
2
,6

9
0

3
6
,1

9
7

3
8
,1

9
0

3
9
,3

2
9

（
N

)

（
O

)

（
P

)

令
和

4
年

度
（
決

算
）

令
和

5
年

度
（
決

算
）

令
和

6
年

度
令

和
7
年

度
令

和
1
4
年

度
令

和
1
5
年

度
令

和
1
6
年

度

支
払

利
息

そ
の

他

令
和

2
年

度
（
決

算
）

令
和

3
年

度
（
決

算
）

令
和

8
年

度
令

和
9
年

度
令

和
1
0
年

度
令

和
1
1
年

度
令

和
1
2
年

度
令

和
1
3
年

度

使
用

料
収

入

そ
の

他
営

業
外

収
益

補
助

金
国

庫
補

助
金

都
道

府
県

補
助

金
他

会
計

補
助

金
長

期
前

受
金

戻
入

そ
の

他

支
出

計
経

常
損

益
(C

)-
(D

)
特

別
利

益

薬
品

費
委

託
費

そ
の

他
減

価
償

却
費

除
却

費
営

業
外

費
用

収 益 的 収 支

福
利

厚
生

費
経

費
修

繕
費

収
入

計

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費
基

本
給

手
当

退
職

給
付

費

収 益 的 収 入

営
業

収
益

受
託

工
事

収
益

う
ち

未
収

金
流

動
負

債
う

ち
建

設
改

良
費

分
う

ち
一

時
借

入
金

う
ち

未
払

金

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
繰

越
利

益
剰

余
金

又
は

累
積

欠
損

金
流

動
資

産

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5
条

第
１

項
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)
地

方
財

政
法

に
よ

る
資

金
不

足
の

比
率

(（
L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P

）
×

1
0
0
)

（
L
)
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  特
定

地
域

生
活

排
水

処
理

事
業

・
使

用
料

改
定

3
0
%
,1

0
%
,1

0
%

（
単

位
：
千

円
（
税

抜
き

）
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

１
．

1
2
,8

0
0

1
0
,9

0
0

1
4
,2

0
0

9
,4

0
0

2
3
,4

0
0

2
3
,1

0
0

2
3
,1

0
0

2
3
,1

0
0

2
3
,1

0
0

2
3
,1

0
0

2
3
,1

0
0

2
3
,1

0
0

2
3
,1

0
0

2
3
,1

0
0

2
3
,1

0
0

２
．

３
．

3
3
6

1
,4

5
0

2
,4

0
0

1
,5

0
0

2
,0

0
0

2
,0

0
0

2
,0

0
0

2
,0

0
0

2
,0

0
0

2
,0

0
0

2
,0

0
0

2
,0

0
0

2
,0

0
0

2
,0

0
0

2
,0

0
0

４
．

５
．

６
．

8
,1

2
5

8
,1

2
5

4
,0

6
2

1
,8

7
5

3
,9

6
0

3
,9

0
0

3
,9

0
0

3
,9

0
0

3
,9

0
0

3
,9

0
0

3
,9

0
0

3
,9

0
0

3
,9

0
0

3
,9

0
0

3
,9

0
0

７
．

８
．

2
,0

7
9

1
,9

2
6

1
,8

3
2

1
,9

2
4

3
,0

4
1

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

９
．

(A
)

2
3
,3

4
0

2
2
,4

0
1

2
2
,4

9
4

1
4
,6

9
9

3
2
,4

0
1

3
2
,0

0
0

3
2
,0

0
0

3
2
,0

0
0

3
2
,0

0
0

3
2
,0

0
0

3
2
,0

0
0

3
2
,0

0
0

3
2
,0

0
0

3
2
,0

0
0

3
2
,0

0
0

(B
)

(C
)

2
3
,3

4
0

2
2
,4

0
1

2
2
,4

9
4

1
4
,6

9
9

3
2
,4

0
1

3
2
,0

0
0

3
2
,0

0
0

3
2
,0

0
0

3
2
,0

0
0

3
2
,0

0
0

3
2
,0

0
0

3
2
,0

0
0

3
2
,0

0
0

3
2
,0

0
0

3
2
,0

0
0

１
．

2
4
,1

6
1

2
2
,2

4
1

2
1
,8

9
0

1
3
,2

1
1

3
0
,4

1
3

3
0
,0

0
0

3
0
,0

0
0

3
0
,0

0
0

3
0
,0

0
0

3
0
,0

0
0

3
0
,0

0
0

3
0
,0

0
0

3
0
,0

0
0

3
0
,0

0
0

3
0
,0

0
0

２
．

4
,6

8
3

5
,3

6
7

5
,8

1
6

6
,3

6
4

6
,9

4
4

7
,7

6
8

8
,3

3
7

9
,3

1
7

9
,5

6
4

9
,7

7
0

1
0
,5

6
1

1
1
,4

5
4

1
2
,3

6
0

1
2
,7

6
9

1
3
,2

2
0

３
．

４
．

５
．

(D
)

2
8
,8

4
4

2
7
,6

0
8

2
7
,7

0
6

1
9
,5

7
5

3
7
,3

5
7

3
7
,7

6
8

3
8
,3

3
7

3
9
,3

1
7

3
9
,5

6
4

3
9
,7

7
0

4
0
,5

6
1

4
1
,4

5
4

4
2
,3

6
0

4
2
,7

6
9

4
3
,2

2
0

(E
)

5
,5

0
4

5
,2

0
7

5
,2

1
2

4
,8

7
6

4
,9

5
6

5
,7

6
8

6
,3

3
7

7
,3

1
7

7
,5

6
4

7
,7

7
0

8
,5

6
1

9
,4

5
4

1
0
,3

6
0

1
0
,7

6
9

1
1
,2

2
0

１
．

5
,2

0
7

5
,2

1
2

4
,8

7
6

4
,9

5
6

5
,7

6
8

6
,3

3
7

7
,3

1
7

7
,5

6
4

7
,7

7
0

8
,5

6
1

9
,4

5
4

1
0
,3

6
0

1
0
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6
9

1
1
,2

2
0

２
．

３
．

４
．

5
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0
4

(F
)

5
,5

0
4

5
,2

0
7

5
,2

1
2

4
,8

7
6

4
,9

5
6

5
,7

6
8

6
,3

3
7

7
,3

1
7

7
,5

6
4

7
,7

7
0

8
,5

6
1

9
,4
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1
0
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6
0

1
0
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6
9

1
1
,2

2
0

(G
)

(H
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1
8
1
,4

6
7

1
8
7
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0
0

1
9
5
,3

8
4

1
9
8
,4

2
0

2
1
4
,8

7
6

2
3
0
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0
8

2
4
4
,9

7
1

2
5
8
,7

5
4

2
7
2
,2

9
0

2
8
5
,6

2
0

2
9
8
,1

5
9

3
0
9
,8

0
5

3
2
0
,5

4
5

3
3
0
,8

7
6

3
4
0
,7

5
6

○
他

会
計

繰
入

金
（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

1
4
,3

4
4

1
9
,6

3
4

2
1
,0

6
6

2
0
,2

4
7

2
1
,0

7
9

2
2
,7

2
8

1
8
,9

1
5

1
8
,9

5
2

2
2
,3

7
6

2
0
,7

2
8

2
0
,4

4
8

1
9
,5

7
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1
8
,2

3
7

1
6
,8

4
5

1
7
,2

2
1

3
,9

5
1

1
2
,7

7
6

1
2
,6

9
5

1
3
,1

2
1

1
2
,6

4
7

1
3
,6

3
7

1
1
,3

4
9

1
1
,3

7
1

1
3
,4

2
6

1
2
,4

3
7

1
2
,2

6
9

1
1
,7

4
2

1
0
,9

4
2

1
0
,1

0
7

1
0
,3

3
3

1
0
,3

9
3

6
,8

5
8

8
,3

7
1

7
,1

2
6

8
,4

3
2

9
,0

9
1

7
,5

6
6

7
,5

8
1

8
,9

5
0

8
,2

9
1

8
,1

7
9

7
,8

2
8

7
,2

9
5

6
,7

3
8

6
,8

8
8

3
3
6

1
,4

5
0

2
,4

0
0

1
,5

0
0

2
,0

0
0

2
,0

0
0

2
,0

0
0

2
,0

0
0

2
,0

0
0

2
,0

0
0

2
,0

0
0

2
,0

0
0

2
,0

0
0

2
,0

0
0

2
,0

0
0

3
3
6

1
6
0

5
0
8

5
0
8

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

1
,2

9
0

1
,8

9
2

9
9
2

1
,5

0
0

1
,5

0
0

1
,5

0
0

1
,5

0
0

1
,5

0
0

1
,5

0
0

1
,5

0
0

1
,5

0
0

1
,5

0
0

1
,5

0
0

1
,5

0
0

1
4
,6

8
0

2
1
,0

8
4

2
3
,4

6
6

2
1
,7

4
7

2
3
,0

7
9

2
4
,7

2
8

2
0
,9

1
5

2
0
,9

5
2

2
4
,3

7
6

2
2
,7

2
8

2
2
,4

4
8

2
1
,5

7
0

2
0
,2

3
7

1
8
,8

4
5

1
9
,2

2
1

令
和

2
年

度
（
決

算
）

令
和

3
年

度
（
決

算
）

令
和

4
年

度
（
決

算
）

令
和

5
年

度
（
決

算
）

令
和

6
年

度
令

和
7
年

度
令

和
1
4
年

度
令

和
1
5
年

度
令

和
1
6
年

度
令

和
8
年

度
令

和
9
年

度
令

和
1
0
年

度
令

和
1
1
年

度
令

和
1
2
年

度
令

和
1
3
年

度

工
事

負
担

金

そ
の

他

計

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-

(B
)

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  

  
 　

　
  

  
(D

)-
(C

)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

計

令
和

4
年

度
令

和
5
年

度
令

和
6
年

度
令

和
7
年

度
令

和
8
年

度
令

和
9
年

度

補
塡

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

令
和

2
年

度
令

和
3
年

度

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

令
和

1
6
年

度
令

和
1
0
年

度
令

和
1
1
年

度
令

和
1
2
年

度
令

和
1
3
年

度
令

和
1
4
年

度
令

和
1
5
年

度

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計
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